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熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録第 ７ 回

平成20年６月24日（火曜日）

午前10時２分開議

午後０時59分閉会

本日の会議に付した事件

(1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について

(2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び

水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件について

(3)地球温暖化対策に関する件について

(4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい

て

出席委員（16人）

委 員 長 鬼 海 洋 一

副委員長 吉 永 和 世

委 員 西 岡 勝 成

委 員 岩 中 伸 司

委 員 堤 泰 宏

委 員 城 下 広 作

委 員 井 手 順 雄

委 員 福 島 和 敏

委 員 佐 藤 雅 司

委 員 森 浩 二

委 員 船 田 公 子

委 員 山 口 ゆたか

委 員 浦 田 祐三子

委 員 内 野 幸 喜

委 員 髙 野 洋 介

委 員 増 永 慎一郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境生活部

部 長 村 田 信 一

次 長 江 副 健 二

次 長 中 山 寛

環境政策課長 楢木野 史 貴

環境政策監兼環境政策課

環境立県推進室長 森 永 政 英

環境保全課長 福 留 清 秀

水環境課長 小 嶋 一 誠

自然保護課長 久 保 尋 歳

廃棄物対策課長 山 本 理

廃棄物公共関与政策監兼

廃棄物対策課

公共関与推進室長 山 口 洋 一

地域振興部

政策審議員兼

交通対策総室課長補佐 中 川 誠

商工観光労働部

次長 竹 上 嗣 郎

産業支援課長 前 田 正 夫

農林水産部

次 長 三 島 和 隆

次 長 堤 泰 博

政策調整審議員兼

農林水産政策課課長補佐 浜 田 義 之

首席農林水産審議員兼

農業技術課長 藤 井 正 範

畜産課長 高 野 敏 則

農村整備課長 榎 純 一

森林整備課長 織 田 央

森林保全課長 藤 崎 岩 男

水産振興課長 岩 下 徹

漁港漁場整備課長 久保田 義 信

農業研究センター所長 久 保 研 一

水産研究センター所長 吉 田 好一郎

土木部

次 長 天 野 雄 介

土木技術管理室長 田 口 覺

土木審議員兼
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道路整備課課長補佐 手 島 健 司

河川課長 野 田 善 治

港湾課長 大 塚 徹

土木審議員兼

都市計画課課長補佐 林 俊一郎

土木審議員兼

都市計画課景観公園室長 大 谷 祐 次

下水環境課長 中 庭 安 一

教育委員会事務局

義務教育課長 木 村 勝 美

企業局

工務課長 福 原 俊 明

警察本部

交通部参事官 新 藤 俊 博

事務局職員出席者

政務調査課課長補佐 内 田 豊

議事課課長補佐 中 村 時 英

午前10時２分開議

○鬼海洋一委員長 ただいまから、第７回環

境対策特別委員会を開催いたします。

きょうは、傍聴はあっておりませんので、

このことをまず御紹介しておきたいと思いま

す。

それでは、本日は、執行部を交えた本年度

最初の委員会でありますので、一言ごあいさ

つを申し上げます。

委員の皆様には御承知のとおり、本委員会

には、産業廃棄物処理施設の公共関与推進に

関する件、有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件、さらには、４月臨時会において追

加されました地球温暖化対策に関する件の３

件の調査事件が付託されております。

まず、産業廃棄物処理施設の公共関与推進

につきましては、昨年度は、南関町で建設に

向けた地質調査の実施、事業主体となる財団

法人熊本県環境整備事業団が設立されており

ます。

本事業は、県民の生活環境を守り、県内産

業を維持、発展させるための重要な取り組み

であり、今後、さらに事業が推進されるよう

努力する必要があると考えております。

次に、有明海及び八代海の再生につきまし

ては、平成16年２月定例県議会においての提

言も踏まえ、海域環境の保全、改善及び漁業

の振興に係る施策に重点的かつ着実に取り組

まれているところであります。

このような有明海及び八代海を豊穣の海と

するための議会、執行部が一体となった取り

組みにより、アサリ資源については、回復の

兆しが見られるなど一定の成果があらわれて

きているものの、干潟の泥質化や漁獲量の低

迷などの課題も残っており、両海域の再生に

向けた施策がより一層進むよう、引き続き取

り組んでいかなければならないと考えており

ます。

さらに、地球温暖化対策に関しましては、

平成９年12月に、先進国の温室効果ガスの削

減に関する京都議定書が採択され、本年から

５年間は、第１約束期間として、日本は６％

削減が義務づけられております。

本委員会におきましては、温室効果ガスの

排出抑制、森林吸収作用の保全、強化、温暖

化の影響に対する適応策の観点から、現状及

び県としての取り組みについて審議してまい

りたいと考えております。

今後、委員の先生方を初め執行部の皆さん

の御協力をいただき、副委員長とともに本委

員会の円滑な運営に努め、付託調査事件に取

り組んでまいりたいと考えております。

特に、委員の先生方の活発な御議論と、そ

して提言をいただきながら、執行部の協力を

いただき、この１年間少しでも成果があらわ

れるような活動ができれば、そういうぐあい

に念願をいたしておりますので、どうぞ委員

の先生方、執行部の皆さん方の格段の御協力、

御理解をいただきますように心からお願いい
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たしまして、委員長のあいさつにかえます。

よろしくお願いいたします。

それでは、副委員長からも一言ごあいさつ

をいただきます。

○吉永和世副委員長 前回、４月24日の委員

会で副委員長に選任をいただきましてありが

とうございます。

本委員会は、３件の重要な付託調査事件を

審議する重要な委員会でございます。

委員長を補佐して、円滑な委員会運営が行

われますよう、精いっぱい努力いたしたいと

存じますので、委員各位並びに執行部の方々

の御協力をよろしくお願いいたします。

また、地元のことでございますけれども、

県議会あるいは県執行部の方々、大変御尽力

いただきました産廃処分場の問題が、きのう、

親会社になります東亜道路工業のホームペー

ジ等で中止が表明されました。非常に市民も

喜んでいるところでございます。

これまでの御支援、御努力に対しまして、

この場をかりまして厚く御礼を申し上げます。

ありがとうございます。

以上です。

○鬼海洋一委員長 それでは、初めの委員会

でありますので、執行部関係職員の自己紹介

を受けたいと思います。自席から自己紹介を

お願いします。

（環境生活部、地域振興部、商工観光

労働部、農林水産部、土木部、教育庁、

企業局、警察本部の順に自己紹介）

○鬼海洋一委員長 自己紹介以外の職員の方

については、お手元に配付をいたしておりま

す委員会資料の関係部課幹部職員名簿のとお

りでございますので、御参照いただきたいと

思います。

それでは次に、執行部を代表して、村田環

境生活部長からあいさつをお願いします。

○村田環境生活部長 それでは、委員会の開

会に当たりまして、執行部を代表して一言ご

あいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、かねてか

ら、産業廃棄物処理施設の公共関与の推進、

それから有明海、八代海の再生に格別の御配

慮をいただき、深く感謝を申し上げます。

また、今年度から新たに付託調査事件とし

て加わりました地球温暖化対策につきまして

も、あわせて活発な御審議をお願い申し上げ

たいと思います。

まず、産業廃棄物処理施設の公共関与の推

進につきましては、先日の堤先生の一般質問

でもお触れいただきましたけれども、答弁で

もお答え申し上げたとおり、地元の御理解が

第一ということを考えておりまして、建設予

定地があります南関町や隣接します和水町の

住民等に対しまして説明を重ねております。

また、昨年度、事業主体となる財団法人を

設立いたしておりますとともに、施設の基本

設計や環境影響評価、いわゆる環境アセスメ

ントに着手をいたしております。

今後とも、地元を初め関係者の理解、協力

を得ながら、最終処分場の整備に向けてしっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、有明海、八代海の再生につきまして

は、県計画及び県議会からの提言に沿いまし

て短期的な施策を中心に着実に取り組んでお

り、先ほど委員長のごあいさつでも触れられ

ておりましたけれども、汚水処理人口の普及

率の上昇、あるいはアサリ資源の回復などの

兆しといった、一定の明るい意味での成果も

見られておりますけれども、他方で、干潟の

泥質化、あるいは泥質化の解明とか漁獲量の

低迷といった中長期的な取り組みが求められ

る課題もありまして、引き続き、生活排水対

策、藻場造成等による漁場環境の改善、種苗

放流等による水産資源の回復など、さまざま
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な施策に総合的に取り組んでいかねばならな

いと考えております。

また、地球温暖化対策につきましては、人

類だけでなく、すべての生物の生存にかかわ

る問題でございまして、待ったなしの対応が

求められている緊急かつ重要な課題でござい

ます。

しかしながら、実際においては、温室効果

ガスの排出量は減少しておらず、本県におい

ても、平成17年度のデータでは、1990年と比

べて10.7％増加をいたしております。

このため、県としては、温室効果ガス排出

削減対策、二酸化炭素吸収対策、さらには、

地球温暖化による影響への適応策といったよ

うなことに積極的に取り組んでまいらなけれ

ばならないというふうに考えております。

本日は、当委員会における今年度初めての

実質的な審議ということでございます。これ

までの経緯や主な事業の概要とあわせまして、

本年度におけます取り組み及び今後の予定等

につきまして関係課長から御説明いたします。

盛りだくさんの内容でありますけれども、よ

ろしく御審議をお願いいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○鬼海洋一委員長 では、お手元に配付の委

員会次第に従い、付託調査事件を審議させて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

議題１が産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、２が有明海・八代海の環境の

保全、改善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件及び議題３で地球温暖化対

策に関する件について、一括して執行部から

説明を受け、その後、質疑は議題ごとに行い

たいと思います。

では、執行部から御説明をお願いします。

まず、産業廃棄物処理施設の公共関与推進

に関する件。

山本廃棄物対策課長。

○山本廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。

資料は7ページから始まっておりますが、

内容は８ページからでございますので、資料

に従って御説明を……。

○鬼海洋一委員長 座ってどうぞ。

○山本廃棄物対策課長 ありがとうございま

す。失礼させてもらいます。

それでは、御説明を申し上げます。

公共関与による管理型最終処分場の整備に

ついて。

まず、１のこれまでの取り組みの概要でご

ざいますが （1）の公共関与による産業廃棄、

物処理施設の整備方針に記載しておりますと

おり、平成15年３月に、公共関与基本計画を

策定し、現在、この計画に基づき整備を進め

ております。

（2）の建設候補地の選定については、建

設候補地検討会を設置いたしまして、８カ所

の候補地を御提言いただきました。この御提

言を踏まえまして、平成16年３月に、県とし

て建設候補地を８カ所決定いたしました。

９ページをお願いいたします。

（3）の第１番目に建設に取り組む候補地

の決定につきましては、平成18年３月27日、

南関町の候補地を、まず第１番目に取り組ん

でいくこととして決定をいたしました。

選定の理由といたしましては、このページ

の中ほどに記載していますとおり、立地の特

性、安全性、経済性においてすぐれており、

他の候補地と比べて総合的に適地と判断した

ものでございます。

（4）の説明会の開催状況等でございます

が、南関町米田区の対策委員会や和水町の対

策協議会、両町の御当局や町議会に対しまし

て、これまで機会をとらえまして説明を行っ

てきております。



- 5 -

説明を始めました当初は、建設絶対反対と

いう厳しい意見も出ましたほか、地下水、農

業用水の汚染や搬入車両の通行による交通事

情の悪化など、地元の方々の生活環境の影響

を危惧する意見が出されました。

10ページをお願いいたします。

平成18年９月には、建設予定地の地形等に

即しまして基本構想を策定し、この基本構想

に基づいて、より具体的に説明を行いました。

説明会と並行して、町議会や住民の方々に先

進地の視察にも行っていただいたところでご

ざいます。

（5）の地元の動向などでございますが、

①地元住民や自治体からの主な動きに記載し

ましたとおり、南関町、和水町におきまして、

それぞれの地元住民代表による対策委員会、

対策協議会が組織されたり、町議会において

建設反対の請願がされたりするなどの動きが

ございました。

これに対しまして、県の対応といたしまし

ては、②に書いておりますが、地元の気持ち

は重く受けとめるが、県民の生活環境を守り、

県内の経済活動を維持促進するためには、ど

うしても必要な施設、御理解をいただきたい

と、改めて協力をお願いしているところでご

ざいます。

また、これまで、特別委員会におきまして

も、公共関与による処分場はどうしても整備

する必要があるので、丁寧かつ誠意を持って

説明することなどの御意見をいただいており

ます。このような委員会での審議経過につき

ましても、地元に説明しているところでござ

います。

11ページをお願いいたします。

（6）の事業主体となる財団法人でござい

ますが、①②に記載しておりますとおり、財

団法人熊本県環境整備事業団を昨年の12月７

日付で設立をいたしております。

③にございますように、本年３月17日付で、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき

まして、廃棄物処理センターに当財団が指定

を受けております。この指定よりまして、国

の補助金の優遇措置を受けること等が可能に

なりますので、今後、国の支援措置を積極的

に活用しながら、効果的、効率的に事業を実

施してまいりたいと考えております。

次に、④の設立目的に記載しておりますと

おり、この財団は、県全体としての環境保全

及び産業振興に寄与することを目的として、

最終処分場を建設し、産業廃棄物の適正な処

理をし、また、処理に関する各種事業を行う

ことにしております。

⑤の基本財産でございますが、現在515万7,

000円となっておりまして、出捐団体は⑥に

記載のとおりでございます。

設立に当たりましては、基本財産の目標額

を600万円としておりましたが、現在のとこ

ろ、玉名地域など６市町の御参画が得られて

おらないほか、民間の３団体におかれまして

は、一定の出捐はいただいておりますが、財

政的な理由により、現時点では目標額に達し

ていない状況でございます。引き続き、協力

を求めてまいるつもりでございます。

⑦業務内容、⑧役員、評議員については、

記載のとおりでございます。

⑨の20年度の主な財団の事業計画といたし

ましては、環境アセスメント関連の経費など、

約２億円の事業を予定しているところでござ

います。

12ページをお願いいたします。

２今後の取り組みでございます。

何よりも、地元の御理解を得ることが第一

だと考えております。そのために （1）とし、

て、地元の理解促進に向けた取り組みといた

しまして、これまで実施してまいりました測

量や地質・地下水調査の結果を踏まえまして、

具体的な施設整備計画や安全対策に反映させ、

また同時に、地元に対して丁寧に御説明をし

てまいりたいと考えております。

また、地元から御不安の声が最も多い井戸
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水につきましては、地元から全戸を対象に調

査を実施してほしいという要望がなされてお

ります。19年度に予備的な井戸調査を実施い

たしましたので、その結果を踏まえまして、

今年度は全戸を対象とした井戸調査を実施い

たしまして、地元の方々の不安払拭につなげ

てまいりたいと考えておるところでございま

す。

（2）の廃棄物処理センターの指定につき

ましては、先ほど申し上げたとおりでござい

ます。

（3）の地域振興策につきましては、公共

関与基本計画におきまして地域振興に努める

と明記しておりますし、昨年度までの特別委

員会での御審議におきましても、執行部に対

しまして、環境対策を含めた地域振興にしっ

かり取り組むようにとの御要望をいただいて

おります。今後、地元市町や地域住民の意見

を踏まえまして、地域の振興に努めてまいり

たいと考えております。

13ページをお願いいたします。

。（4）は、事業の工程を記載しております

この事業工程は、基本構想の内容でござい

ます。最短のスケジュールで事業を行った場

合、平成25年度中には供用開始ができるので

はないかと見込んでおるところでございます。

14ページをお願いいたします。

14ページには、建設予定地周辺の空中写真

をつけております。写真の上が福岡方面、下

が熊本方面でございます。高速道路が南北に

走っておりまして、建設予定地は、高速道路

の西側、赤い点線の円で囲んだ部分でござい

ます。建設予定地は、熊本硅砂鉱業が山砂を

採取した跡地でございます。

15ページ、16ページでございますが、全国

の公共関与の整備状況をまとめております。

公共関与に取り組んでおるところは、全国

で38都府県ございます。このうち、施設整備

が終わって、最終処分場、中間処理施設を供

用開始しているところは27都府県となってお

ります。ほとんどの都府県におきまして、財

団法人を事業主体とした取り組みが行われて

おります。

説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○鬼海洋一委員長 続きまして、有明海・八

代海の環境の保全、改善及び水産資源の回復

等による漁業の振興に関する件。

委員の皆様方に御理解いただきたいと思い

ますが、これ15件に分かれて説明をいただく

ことになっております。ぜひ御理解いただき

まして、御承知をいただきますようにお願い

したいと思います。

それでは、それぞれの担当課から、順次説

明いただきます。

○楢木野環境政策課長 環境政策課でござい

ます。

資料は17ページからですが、18ページから、

まず環境政策課が御説明をいたします。

座って御説明をいたします。

○鬼海洋一委員長 どうぞ座ってください。

それぞれ座って御説明いただきますようにお

願いします。

○楢木野環境政策課長 18ページでございま

すが、まず、有明海、八代海の再生に関し、

これまでの経緯、国等の取り組み、有明海及

び八代海の現状等について御説明を申し上げ

ます。

まず、１のこれまでの経緯等の（1）背景

でございますが、有明海、八代海は、閉鎖的

な海域で、陸域からの影響を受けやすく、漁

場環境の悪化が強く懸念をされております。

特に、有明海におきましては、平成12年度

のノリ養殖が、赤潮の異常発生による色落ち

被害によりまして、かつてない不作となりま

した。また、タイラギなどの二枚貝類につき
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ましても、近年も漁業生産の低迷が続いてい

る状況でございます。

また、八代海におきましても、平成12年７

月に発生した赤潮によりまして、魚類養殖に

甚大な被害が生じるなど、海域環境の悪化が

危惧されているところでございます。

このような状況を踏まえた（2）の再生へ

の取り組みでございますが、まず①として、

平成13年にノリ被害等に対する緊急対策を実

施いたしております。

また、②の全庁的な取り組みといたしまし

て、関係課から成る政策調整会議を設置し、

両海域の再生に向けた総合計画を策定したと

ころでございます。

また、③でございますが、県議会の御支援

をいただきながら、関係５県と連携して、特

別措置法の早期制定等について国に対し要望

を行い、平成14年11月に特別措置法が成立し

たところでございます。

特別措置法につきましては、25ページの別

紙１に概要を取りまとめておりますけれども、

後ほどお目を通していただきたいと思います。

次に、19ページに入ります。

④でございますが、県では、特別措置法の

成立を受けまして、平成15年３月に有明海・

八代海再生に向けた熊本県計画を策定し、毎

年一部変更を加えながら改定しております。

なお、本年に一部改正しました県計画の水

色の冊子をお手元にお配りをいたしておりま

す。

次に、⑤でございますが、県議会におかれ

ましては、平成15年６月定例県議会におきま

して有明海・八代海再生特別委員会が設置さ

れ、両海域の再生に向けた活発な議論が行わ

れ、平成16年２月の定例県議会におきまして、

生活排水等の推進など、下に書いてあります

ように６つの重点項目、さらに、短中長期の

時間軸を入れて取り組む施策につきまして提

言がなされたところでございます。

次の⑥でございますが、この提言を踏まえ

まして、排水規制の強化を図るための条例、

規則の改正、あるいは養殖漁場での漁場改善

計画の策定等を行いますとともに、下水道や

浄化槽の整備等の生活排水対策、藻場造成、

覆砂等による沿岸漁場の環境改善及び種苗放

流等による水産資源の回復等に取り組んでき

たところでございます。

また、海砂利採取の対応につきましては、

後ほど触れます。

続きまして、20ページの２の国等の取り組

みでございます。

①ですが、国では、平成15年３月に、法に

基づき促進協議会が組織され、関係６省庁と

関係６県において、計画の調和、促進のため

の協議が行われているところでございます。

また、②ですが、法の施行から５年以内の

見直しに関して、国や関係県が行う総合的な

調査の評価を行うための有明海・八代海総合

調査評価委員会が設置され、平成18年12月に、

再生方策や解明すべき課題等を取りまとめた

委員会報告が策定、提出されております。

③の特別措置法の見直しについてでござい

ますが、見直しの内容につきましては、先ほ

ど触れました有明海・八代海総合調査評価委

員会が、附則第３項に定める５年の見直し期

限後も、引き続き国や関係県が行う調査の結

果に基づいて、有明海、八代海再生に係る評

価をできるようにするための改正でございま

す。

昨年11月29日が見直しの期限となっており

ましたことから、さきの第169回国会におい

て議員提案されていましたが、成立せず継続

審議扱いになっております。

なお、特別措置法の見直しにつきましては、

これまで、関係６県の知事が連名で国に働き

かけを行っており、７月に予定しております

政府提案活動も含めて、引き続き、九州地方

知事会を初め九州各県議会、議長会の協力も

いただきながら、早急な法の成立を求めてい

きたいと考えております。
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最後に （2）の関係６県連携の取り組みで、

ございますが、関係６県では、連絡協議会を

平成16年８月に設置しておりまして、普及啓

発活動や漁場環境調査など、両海域の再生に

向けて連携して取り組んでいるところでござ

います。

これまでの経緯についての説明は以上でご

ざいます。

○小嶋水環境課長 水環境課でございます。

座らさせていただきます。

次に、21ページをお願いいたします。

３の有明海、八代海の水質の状況につきま

して御報告申し上げます。

（1）に記載してございますが、有明海、

八代海の水質保全のため、公共用水域の水質

汚濁状況及び汚濁負荷量の状況を把握するた

めの水質監視測定を毎年度実施しているとこ

ろでございます。また、平成17年の３月には、

陸域からの汚濁負荷量の削減を図ることを目

的に、水質汚濁防止法の第３条第３項に基づ

きます上乗せ条例を改正したところでござい

ます。

この中で規制適用区域の再編拡大をいたし

ますとともに、同法の適用のない事業場等に

対しましては、熊本県生活環境の保全等に関

する条例の施行規則を改正いたしまして、小

規模し尿処理施設を対象施設に追加するなど

の改正を行いまして、この４月1日から施行

したところでございます。

①海域における水質を図る基準として用い

られておりますＣＯＤ値でございます。

有明海につきましては、18年度に調査した

７水域11カ所の環境基準点におきますＣＯＤ

の年間平均値は2.3ミリグラム・パー・リッ

、トルで、下段の表の1に記載しておりますが

平成14年度以降はおおむね横ばいで推移して

いるところでございます。

各水域に設定をされております類型ごとの

環境基準値に対する達成率は、次のページの

表の２に記載しておりますが、昨年同様71.4

％となっているところでございます。

八代海につきましては、同じく、平成18年

度に調査をいたしました11水域22カ所の環境

基準点におきますＣＯＤの年間平均値は2.0

ミリグラム・パー・リットルで、表1に記載

しておりますとおり、平成14年度以降はやや

増加傾向にあるところでございます。

各水域の類型ごとの環境基準値に対する達

成率といたしましては、表の２に記載してお

りますが、72.7％となっているところでござ

います。

②の全窒素、全燐の値につきましては、環

境基準値に対する達成率は、表の２に記載し

ておりますが、有明海では３水域の中の1水

域が未達成でございましたので66.7％、八代

海につきましては100％の達成率となってい

るところでございます。

水質の状況につきましては、以上でござい

ます。

○岩下水産振興課長 水産振興課でございま

す。

23ページをお願いいたします。

有明海、八代海の漁業生産の状況について

御報告申し上げます。

まず、漁業の状況といたしまして、魚類の

漁獲量について、図の1にお示ししておりま

す。

有明海におきます魚類漁獲量は、近年一貫

して減少傾向にございまして、18年の漁獲量

は1,300トン程度で、平成元年の32％程度ま

で減少いたしております。

八代海におきましては、有明海に比べます

と漁獲量の変動は大きゅうございますが、長

期的に見ますと減少傾向にございます。平成

18年の漁獲量は、6,140トンで平成元年の46

％程度まで減少いたしております。

次に、アサリ採貝業につきまして、図２に

お示ししております。
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有明海におきますアサリの漁獲量は、平成

８年以降、増減を繰り返しながら回復傾向に

ございますが、18年の漁獲量につきましては、

大雨等によりますへい死により3,368トンと

いうことで、平成17年より2,000トン程度減

少いたしております。

八代海におきましては、漁獲量の変動が数

年ごとに好不漁を繰り返しておりまして、18

年の漁獲量は800トン程度でありまして、17

年度とほぼ同程度の漁獲量でございます。

次に、24ページをお願いいたします。

養殖漁場の状況でございます。

ノリ養殖業を図３にお示ししております。

有明海におきますノリの養殖の生産量は、

近年10億枚前後で推移しております。平成19

年度漁期におきます生産量は、採苗の時期の

おくれ等があったものの13億1,000万枚程度

であり、史上２位の豊作でございます。

また、八代海におきましては、赤腐れや栄

養塩不足によります色落ち被害が発生してお

りますが、19年度漁期におきます生産量は4,

500万枚で、平年並みでございます。

また、魚類養殖につきましては、図４にお

示ししておりますが、このブリ、マダイの２

魚種で全体の９割程度を占めております。

ブリ養殖の生産量につきましては、6,000

、トンから8,000トンの間で推移いたしまして

近年やや増加傾向にございますが、18年度の

生産量はほぼ前年並みでございます。また、

マダイ養殖の生産量につきましては、8,000

トン前後でありまして、ほぼ横ばいで推移い

たしております。18年度の生産量は、前年度

に比べましてわずかに減少しておるところで

ございます。

以上で説明を終わります。どうぞよろしく

お願いいたします。

○楢木野環境政策課長 それでは、引き続き

まして、28ページをお願いいたします。

有明海、八代海再生に係る提言への対応に

ついてでございます。

この提言につきましては、平成16年２月定

例県議会におきまして、当時の有明海・八代

海再生特別委員会から、県計画の重点的な取

り組み推進の道筋を明らかにするため、県に

対し、重点項目や短中長期に取り組む施策等

が示されたものでございます。

この提言を受けまして、関係各課において、

それぞれの施策に取り組んできたところでご

ざいますが、本日は、平成20年度に新たな取

り組みが予定される施策や水質の状況、漁業

の振興など、これまで当委員会において議論

があり、継続的な報告が必要と考えられる施

策を抽出して御説明いたします。

それでは、主な施策の取り組みにつきまし

て、資料に沿って各担当課から順次説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

○中庭下水環境課長 28ページをお願いしま

す。

提言項目、生活排水処理施設の整備促進に

ついて御報告いたします。

（1）提言の実現に向けた取り組みにつき

ましては、市町村と一体となって、熊本県生

活排水処理施設整備構想に掲げた平成22年度

末の汚水処理人口普及率の目標82％に向け、

下水道、農業集落、漁業集落排水施設、浄化

槽の分担、連携を図り、整備を進めています。

平成19年度の取り組みは、平成18年度末の

汚水処理人口普及率は72.4％となり、平成17

年度末に比べ2.3ポイント上昇したところで

ございます。下水道は、３カ所の流域下水道

で流入水量の増加に対する水処理施設等の計

画的な整備を進めました。公共下水道は、33

市町村で実施しました。農業集落排水施設は、

県営1地区、団体営11地区で処理場及び管路

の整備を進めました。うち、県営1地区、団

体営３地区の事業を完了したところでござい

ます。漁業集落排水施設は、３地区で処理場
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及び管路の整備を進めました。浄化槽は、市

町村が事業主体となる浄化槽市町村整備推進

事業を11の市町村が取り組み、浄化槽設置整

備事業は39市町村で実施しました。

平成20年度における取り組みは、平成22年

度末汚水処理人口普及率82％を目指し、整備

促進を図り、普及率が低位の市町村に対して、

事業の促進を要請することとしております。

30ページをお願いします。

市町村に対する浄化槽市町村整備促進事業

への取り組みの働きかけについてでございま

す。

提言に対する取り組みにつきましては、浄

化槽の計画的な整備と適正な維持管理が図ら

れる浄化槽市町村整備推進事業について、事

業主体となる市町村に対し、導入の要請を行

うこととしております。

平成19年度の取り組みは、前年度に引き続

き11市町村が市町村設置型を実施しておりま

す。市町村設置型の導入を要請しております

けれども、市町村では、財政状況もあり、検

討の段階といった回答があっております。

平成20年度における取り組みは、事業を推

進している市町村に対しましては、引き続き

支援に取り組むとともに、まだ導入してない

市町村に対しましては、事業の導入の要請を

行うこととしております。国に対しましては、

財政負担の軽減を図るための補助率の引き上

げ等の要望を行うこととしております。

以上です。

○小嶋水環境課長 水環境課でございます。

32ページをお願いいたします。

普及啓発運動の展開についてでございます。

（1）提言の中で、豊かな川や海を次世代

に継承するために、平成14年度から実施して

ございますくまもと・みんなの川と海づくり

県民運動を引き続き実施することとされてい

るところでございます。

（2）に19年度におきます取り組みを書い

ておりますが、市町村、各種団体等と連携を

いたしまして、水環境に関する啓発運動等を

実施したところでございます。

①19年度は、８月に、みんなの川と海づく

りデーということで、それぞれ玉名市をメイ

ン会場にいたしまして、そのほか42市町村で

一斉清掃活動等を実施いたしたところでござ

います。約４万4,000人の参加をいただいた

ところでございます。

②県民大会につきましては、11月に天草市

で開催をいたしまして、天草の海から考える

水環境保全をテーマにシンポジウム等を開催

いたしまして、普及促進に努めたところでご

ざいます。

（3）平成20年度におきます取り組みとい

たしまして、本年度は、みんなの川と海づく

りデーにつきましては、８月に、宇城市の若

宮海水浴場をメイン会場に一斉清掃活動を実

施するほか、県内各市町村とも、例年同様実

施予定のところでございます。

県民大会につきましては、11月に阿蘇市で

開催することとしているところでございます。

次のページをお願いいたします。

33ページは、②工場、事業場の排水対策の

中で、上乗せ規制適用区域の設定についてで

ございます。

、（1）提言の実現に向けた取り組みとして

緑川水域を含め、有明海、八代海に流入する

区域を上乗せ規制区域とする、また、上乗せ

排水基準を強化するための条例改正を行うと

ともに、改正排水基準不適合のおそれのある

施設等につきましては、立入調査、指導等を

強化することとしているところでございます。

（2）の19年度におきます取り組みといた

しましては、17年３月に （1）の趣旨から、、

水濁法３条３項に基づきまして排水基準を定

める条例の改正を行いまして、従来６水域に

分かれておりました上乗せ規制適用区域を、

緑川水域、天草地域などを加えまして、有明

海及び八代海水域として統合拡大をしたとこ
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ろでございます。また、あわせまして、排水

基準の見直し、規制の強化等を図ったところ

でございます。この条例の平成20年４月1日

の施行に向けまして、改正内容に関する周知

等を図ってまいったところでございます。

また、改正排水基準の適合ができないおそ

れのある施設等につきましては、指導等をそ

れぞれ行ってきたところでございます。

（3）の20年度におきます取り組みといた

しましては、改正条例が施行してございます

ので、水質基準の遵守状況等の把握に努める

とともに、基準超過のおそれのある事業者に

対しましては、適切な改善指導等を行うこと

としているところでございます。

34ページをお願い申し上げます。

条例による規制対象項目の追加と窒素、燐

の上乗せ規制の検討についてでございます。

（1）提言の実現に向けた取り組みでござ

いますが、熊本県生活環境の保全等に関する

条例の中で定めております米粉製造業など７

業種の事業場につきまして、窒素、燐を新た

な規制対象項目とするため同条例施行規則の

改正を行う、また、改正排水基準に適合でき

ないおそれのある施設等については立入調査

等を行うこととしてあるところでございます。

（2）につきましては、19年度における取

り組みでございますが、17年３月に （1）の、

趣旨から条例施行規則の改正を行いまして規

制強化を図ったことから、19年度におきまし

ては、この施行規則が施行いたします20年４

月1日に向けまして、改正内容等の周知を図

ったところでございます。

（3）の20年度における取り組みでござい

ますが、富栄養化の状態が続いていることを

踏まえまして、引き続き海域の窒素、燐の環

境基準の達成状況を注視しながら、規制強化

の必要性、関係県との連携に向けた取り組み

等につきまして、引き続き検討してまいるこ

ととしているところでございます。

水環境課は以上でございます。

○藤井農業技術課長 農業技術課でございま

す。

36ページをお願いいたします。

農薬、化学肥料の使用総量の削減について

でございますが、本県では、環境に優しい農

業を、くまもとグリーン農業と総称して、減

農薬、減化学肥料に取り組んでいるところで

ございます。

具体的に申し上げますと、エコファーマー

や熊本型の特別栽培農産物である「有作く

ん 、さらには、平成19年度からスタートい」

たしました農地・水・環境保全向上対策事業

の営農支援部分について推進を図っていると

ころでございます。

ちなみに、平成18年度における農薬と化学

肥料の総使用量を、基準年でございます平成

12年度と比べてみますと、農薬で80％、化学

肥料で91％となっておりまして、いずれも減

少傾向にあるところでございます。

農業技術課は以上でございます。

○岩下水産振興課長 39ページをお願いいた

します。

漁場改善計画の着実な実施に向けての提言

でございます。

恐れ入りますが、その上段の漁場改善計画

策定推進の米印のところに漁場改善計画と書

いてございますが、この計画とは、持続的養

殖生産確保法の第４条に基づきまして、漁業

協同組合が長期的に安定した養殖生産の維持、

増大を図るために、水質あるいは底質の漁場

環境の改善目標を策定いたします計画でござ

いまして、県が認定を行うものでございます。

ちなみに、平成19年度までに、魚類の100

漁場、ノリの79漁場におきまして、計画の策

定を終えているところでございます。この漁

場改善計画の実践を指導してまいるものでご

ざいます。

19年度における取り組みといたしまして、
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ノリ養殖につきましては、酸処理剤の使用状

況等を調査いたしますとともに、処理剤の適

正使用あるいは使用量の削減等を指導してま

いっております。

魚類養殖につきましては、各漁場におきま

す底質調査と飼育実態調査を行いまして、環

境に負荷を与えない養殖方法の改善等につい

て養殖業者を指導してまいったところでござ

います。

また、20年度につきましては、20年度の漁

業権の免許一斉更新に伴い、この漁場計画に

つきまして、新たに全漁場で策定する予定で

おります。この計画に基づきまして、着実な

実施を指導していきたいと思っております。

以上でございます。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

42ページをお願いいたします。

⑤森林の整備の提言項目、ボランティア活

動への支援でございます。

提言の実現に向けた取り組みといたしまし

て、県民の森林ボランティア活動への参加を

推進することとしております。

19年度における取り組みにつきましては、

県内3カ所に設置しておりますみどり世紀の

森におきまして、地元市町村等と連携いたし

まして、県民の皆様の参加を得て、間伐、植

栽等の活動を実施しております。

また、水とみどりの森づくり税を活用いた

しまして、森林ボランティア活動に対する資

材の提供ですとか、研修、情報提供などの総

合的な支援を実施しますとともに、上下流の

住民団体等が連携して行います森づくり活動

を支援しております。さらに、県が認定いた

しました森林インストラクターの協力のもと

で、森林教室を県内各地で12回開催しており

ます。

20年度におきましても、19年度と同様の取

り組みを行うこととしております。

以上でございます。

○久保田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課

でございます。

45ページを説明いたします。

干潟等の漁場環境の改善のために、耕うん、

作れい、それから覆砂、藻場造成などを実施

しているところでございます。

平成19年度の実績といたしまして、緑川河

口域ほか２カ所で作れいと覆砂を、それから

また、上天草東地区におきまして、上天草東

地区ほか２カ所におきまして増殖場を造成い

たしたところでございます。

平成20年度は、八代地区のほか３カ所で覆

砂を実施する予定でございます。

また、有明地区で25ヘクタール、それから

上天草南地区で15ヘクタール、それから松島

地区で12ヘクタールの増殖場の造成、それか

ら天草東地区で９ヘクタールの藻場造成を予

定しているところでございます。

以上です。

○吉田水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。

46ページをお願いいたします。

提言項目の覆砂にかわる漁場環境改善策の

検討でございます。

提言の実現に向けた取り組みにつきまして

は、代替覆砂材としての砕石を利用した試験

を行いまして、海砂利にかわるアサリの増殖

手法を開発するものでございます。

19年度における取り組みでございますが、

16年度に設置しました小島地先の砕石を用い

ましたアサリ試験漁場では、19年の11月でも、

18年の秋発生稚貝の分布が確認されまして、

設置後３カ年目も効果の持続が確認されてお

ります。

さらに、18年８月に設置しました網田地先

の砕石及び、ノリ養殖用の支柱を利用しまし

た消波施設を用いた試験漁場では、19年７月
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に多くの稚貝の着底が確認できております。

ただ、12月以降になりますと、アサリがほと

んど確認できなくなりました。これは、この

地先の波や流れなどの物理的な攪乱が強くて、

着底したアサリが定着できなかったものと考

えております。

20年度における取り組みにつきましても、

引き続き、小島と網田地先の試験漁場を継続

調査して、アサリの環境に適した増殖手法を

開発することとしております。

以上でございます。

○楢木野環境政策課長 環境政策課でござい

ます。

48ページをお願いいたします。

海砂利採取の縮小についてでございます。

海砂利採取への対応につきましては、平成

16年２月県議会からの採取縮小への対応を早

急に実施するようにとの提言を受けまして、

これまで、業界の自主規制を通して採取量の

縮小に取り組んできたところですが、なお一

層の適正化を図るという観点から、平成19年

３月に、海砂利採取の縮小を継続するという

方針を取りまとめ、さらに、本年1月に、平

成20年度から５カ年の段階的な採取総量を規

制する熊本県海砂利採取削減計画を策定し、

２月定例県議会に御報告しております。

本年度も、引き続き、本計画に沿って、海

砂利採取業界による採取削減を進めていきた

いと考えております。

50ページをお願いいたします。

干潟等の実態の把握についてでございます。

海域環境が悪化しております干潟等沿岸海

域の調査結果等をもとに、有明海・八代海干

潟等沿岸海域再生検討委員会が取りまとめら

れた再生方策を踏まえた取り組みを推進して

おります。

平成19年度には、国が八代海北部海域をモ

デルとして実施した社会資本整備事業調査費

による調査の情報収集や、子供たちへの環境

学習の推進のための小中学校の教師を対象と

する干潟漁業体験学習セミナーや、広く地域

住民を対象とした再生に向けた講演会、意見

交換会を開催いたしまして、両海域の現状や

課題、取り組みについて周知を図ったところ

でございます。

本年度も、引き続き、国が昨年度実施した

社会資本整備事業調査費による調査の情報収

集を行うとともに、干潟漁業体験実習セミナ

ーや地域の環境保全活動団体等への啓発、支

援、協働体制の整備を行い、地域住民、市町

村、国、関係県とも十分に連携を図りながら、

干潟等沿岸海域の再生に努めてまいりたいと

考えております。

以上です。

○岩下水産振興課長 57ページをお願いいた

します。

資源回復計画策定などの検討でございます。

ヒラメ、アサリ等、資源が著しく減少いた

しております魚種につきまして、海区漁業調

整委員会等の協議を経まして、漁獲努力量の

削減等の資源回復計画を策定するものでござ

います。なお、計画の策定に当たりまして、

複数県にまたがる場合は国が、単県にとどま

る場合は県が行うものでございます。

下の米印のこれまでに策定した資源回復計

画にございますように、17年度にアサリ及び

トラフグの資源回復を、18年度にヒラメ資源

の回復計画を、また、本年度の３月に抱卵ガ

ザミの保護、あるいは12センチ以下の小型ガ

ザミの再放流等を盛り込みましたガザミの資

源回復計画を策定したところでございます。

20年度におきましても、資源回復計画に基

づきます資源管理型漁業の推進に鋭意取り組

んでいく計画でございます。

次に、60ページをお願いいたします。

海域特性等に対応いたしました適切なノリ

養殖管理の推進でございます。

御承知のとおり、本県のノリ養殖業は南限
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に近うございまして、環境変動等を受けやす

い状況にございます。現に、19年の採苗時期

におきましては、有明、八代とも、10月の下

旬に採苗時期がずれ込むという結果となりま

したが、今後ともこのような同様の傾向は続

くものと思われます。

そこで、19年度におきましては、このよう

な上昇傾向にございます水温に適応いたしま

した養殖スケジュール等について検討いたし

ますとともに、ノリ養殖管理に必要な病害あ

るいは栄養塩等の情報をリアルタイムで提供

いたします養殖管理指導を行ってきたところ

でございます。

20年度におきましても、養殖管理に適応し

た養殖スケジュールあたりを検討するととも

に、適切な養殖管理を指導してまいる計画で

ございます。

以上でございます。

○吉田水産研究センター所長 資料の65ペー

ジをお願いします。

（5）の調査研究体制の充実の中の国等と

の共同研究等の推進でございます。

提言の実現に向けた取り組みにつきまして

は、大学、独立行政法人水産総合研究センタ

ー、関係県等との共同研究を実施し、効果的、

効率的な調査研究体制の充実を図るものでご

ざいます。

19年度における取り組みでございますが、

下の方に主な実施事業を示しておりますよう

に、有明海・八代海等漁場環境管理調査など

５事業で、独立行政法人水産総合研究センタ

ーなどと共同で試験調査を行うとともに、九

州・山口ブロック水産試験場長会で共同研究

等の実施状況の把握と連携強化の確認を行っ

たところでございます。

20年度における取り組みにつきましても、

引き続き、関係機関と連携を強化して試験研

究に取り組むこととしております。

以上でございます。

○楢木野環境政策課長 67ページをお願いい

たします。

こちらの資料は、県計画に関する平成20年

度予算について取りまとめたものでございま

す。なお、今議会で御審議いただきます補正

分を含んでおります。時間の関係もございま

すので、本日は詳細の説明を省略させていた

だきます。

74ページの右下をごらんいただきたいと思

います。

平成20年度に取り組みます事業といたしま

しては、これは補正予算を御承認いただきま

したならばでございますが、事業総数で69事

業、事業費総額で約183億円となっておりま

す。なお、計画の複数の事項にまたがる事業

については、それぞれの事項に重複して掲載

しております。

以上が、有明海、八代海の再生に関する御

説明でございます。

○鬼海洋一委員長 ありがとうございました。

事業一覧については、今お話しのとおりに、

この表に掲載してありますので、ぜひ委員の

方々は、後ほどごらんいただきまして、御理

解いただきますようにお願いしておきたいと

思います。

続きまして、地球温暖化対策に関する件、

全部で17件ございます。委員の先生方、いま

少し御辛抱いただきまして、ぜひ、初めての

ケースもありますので、御理解していただき

ますようにお願いしたいと思います。執行部

の方々も、17件今から説明いただくわけです

が、できるだけ簡潔に御説明をお願いいたし

ます。

それでは、楢木野環境政策課長。

○楢木野環境政策課長 環境政策課でござい

ます。

75ページをお願いします。
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地球温暖化に関する件につきましての総論

部分は環境政策課、個別政策は各担当課から

順次御説明をいたします。

まず、76ページをお願いいたします。

地球温暖化をめぐる世界的な動きについて

御説明を申し上げます。

。（1）の京都議定書についてでございます

平成９年12月、先進国の温室効果ガスの削

減を約束する京都議定書が採択されました。

この中で、温室効果ガスの排出量を、平成20

、年から平成24年までの第1約束期間において

平成２年と比べて先進国全体で少なくとも５

％削減することが義務づけられました。日本

については６％削減が定められました。

続きまして （2）の気候変動に関する政府、

間パネルＩＰＣＣの第４次評価報告書につい

てでございます。

ＩＰＣＣとは、国際的な専門家でつくる地

球温暖化についての科学的な研究の収集、整

理を行う組織ですが、平成19年11月に公表し

た第４次評価報告書の中で、20世紀半ば以降

に観測された世界平均気温の上昇のほとんど

は、人為起源の温室効果ガスの増加によって

もたらされた可能性がかなり高いと分析され

ております。

また、今後の長期予測として、化石エネル

ギーを重視しつつ高い経済成長の実現を目指

していった場合は、21世紀末には、気温が2.

4度Ｃから6.4度Ｃ、海面が26センチから59セ

ンチに上昇すると予測されております。

続きまして （3）の美しい星50(クールア、

ース50)の提案についてですが、これは平成1

9年５月、当時の安倍総理大臣が、世界全体

の排出量を現状に比して2050年までに半減と

いう長期目標を、世界共通の目標として提案

したものです。

続きまして （4）の「低炭素社会・日本」、

をめざしてですが、去る６月９日に、福田総

理大臣が、2050年までの長期目標として、現

状から60％ないし80％の削減を明示し、中期

目標について、2020年までに現状からさらに

14％削減が可能との見通しを発表しておりま

す。

続きまして （5）の北海道洞爺湖サミット、

についてでございます。

環境、気温変動問題を主要テーマの一つと

して、クールアース・デーに決定した、こと

し７月７日から３日間開催されます。日本政

府としては、地球環境問題でイニシアチブを

発揮し、特に平成25年以降の次期枠組み、い

わゆるポスト京都議定書に関する国連での議

論を後押しすることを目指しております。

77ページをお願いいたします。

地球温暖化の現状について御説明をいたし

ます。

まず （1）の国における温室効果ガスの総、

排出量についてですが、平成18年度の総排出

量は13億4,000万トン、基準年の平成２年度

と比べ6.2％上回っております。６％削減の

目標を達成するためには、森林吸収源と京都

メカニズムを合わせた5.4％のほかに、6.8％

の排出削減が必要な状況でございます。

78ページをお願いいたします。

（2）は、本県における温室効果ガスの総

排出量についてですが、平成17年度の総排出

量は1,233万トン、基準年の平成２年度と比

べ10.7％上回っております。６％削減の目標

を達成するためには、森林吸収源対策による

8.1％のほかに、8.6％の排出削減が必要な状

況でございます。

次に、79ページに部門別の温室効果ガス排

出量の推移を掲載しておりますが、全体に占

める割合としては、産業部門が――右の方に

ありますが、37.4％、次いで、運輸部門25.3

％となっております。また、基準年と比較し

た伸び率を見ると、家庭部門が22.2％、運輸

部門が15.6％と、それぞれ増加しております。

80ページをお願いいたします。

（3）の本県における特定排出者の排出状

況についてでございます。
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平成18年４月から、温室効果ガスを相当程

度多く排出する者、これを特定排出者と言い

ますが、みずからの温室効果ガスの排出量を

算定し、国に報告することが義務づけられま

した。

平成18年度分の公表データによると、県内

165社の排出量の合計は382万2,000トンとな

り、平成17年度の本県の産業部門及び業務そ

の他部門を合わせた排出量645万5,000トンの

約６割に相当します。

なお、大変申しわけありませんが、1つ脱

字がありまして、6,455トンと書いてありま

して、6,455の次に千、漢字の千が抜けてお

りました。済みませんが、つけ加えていただ

きたいと思います。

続きまして （4）の本県における地球温暖、

化による影響でございます。

まず、①の最近の気候についてですが、最

近10年間の猛暑日の平均日数は、30年前に比

べて約1.8倍も増加しております。また、昭

和49年度から平成18年度までの33年間の海水

温は上昇傾向にあり、有明海で0.55度Ｃ、八

代海で0.51度Ｃ上昇しております。また、熊

本市ではヒートアイランド現象の進行も伺え

ます。

次に、②の農林水産業に与える影響を見ま

すと、米では、登熟期の高夜温等の影響から

１等米比率が低下、果樹では、果実の着色不

良や日やけ果などが発生しております。

また、森林・林業においては、早掘りタケ

ノコやシイタケに与える影響、水産資源、漁

業においては、水産生物の生態系の変化やノ

リ養殖における種つけ時期の遅延などが懸念

されております。

次に、81ページをお願いします。

国における地球温暖化対策について御説明

を申し上げます。

まず （1）の京都議定書目標達成計画につ、

いてでございます。

京都議定書の６％削減約束を確実に達成す

るために、政府が、平成17年４月に、京都議

定書目標達成計画を策定いたしました。

平成20年３月に全部を改定されたところで

すけれども、新たに追加された対策、施策に

全力で取り組むことにより、京都議定書の６

％削減目標は達成し得るとされております。

主な追加対策として、産業界における自主

行動計画の推進、強化を中心とした温室効果

ガスの排出削減対策や間伐材等の森林整備に

よる温室効果ガスの吸収源対策、さらに、横

断的な対策として、排出量の算定、報告、公

表制度の強化や国民運動の推進に取り組まれ

ることとなっております。

続きまして （2）の地球温暖化対策の推進、

に関する法律の改正についてでございます。

本年６月に、排出量が伸び続けている業務

部門や家庭部門の対策を強化するために一部

改正されました。

主な改正点については、1つ目は、事業者

単位、フランチャイズ単位での排出量の算定、

報告義務の導入であります。

２つ目は、排出抑制等指針の策定でござい

ます。冷暖房の抑制などによる事業活動から

の排出抑制や高効率家電の使用、二酸化炭素

排出量を家電などに表示するＣＯ2の見える

化などによる日常生活における排出抑制など

の指針を策定し、温室効果ガスの排出抑制を

図っていくものでございます。

82ページをお願いいたします。

本県における地球温暖化対策についてです

が、本年では、地球温暖化対策の推進に関す

る法律第20条で定める地球温暖化対策地域推

進計画を含む第３次熊本県環境基本計画を平

成18年３月に策定いたしました。

具体的には （1）温室効果ガス排出削減対、

策の推進 （2）二酸化炭素吸収対策の推進、、

（3）地球温暖化による影響への適応策に積

極的かつ計画的に取り組んでおり、事業数は

28、予算額は、街路や森林の整備等を含め約

87億円になります。
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以下、担当課から御説明を申し上げます。

環境政策課が、引き続き、まず（1）の温

室効果ガス排出削減対策の推進の①横断的施

策でありますストップ温暖化熊本県民総ぐる

み運動推進事業についてでございますが、地

球温暖化問題は、家庭部門、運輸部門、産業

部門など、さまざまな活動に起因しており、

幅広い主体の参加による対策が不可欠であり

ます。

県民、地域団体、事業者、行政が連携した

県民総ぐるみの取り組みをより一層推進する

ために、新たにストップ温暖化県民総ぐるみ

運動推進会議を設置し、８月には推進大会を

開催することとしております。

また、地球温暖化防止に関する情報の提供、

交流を活発にするとともに、12月の地球温暖

化防止月間には街頭啓発を行い、県民一人一

人にわかりやすくかつ具体的な効果が見える

運動を積極的に進めてまいります。

次に、環境立県くまもと推進普及啓発事業

についてですが、83ページに移っていただき

まして、①地球温暖化や環境保全に関する県

民一人一人の自主的な取り組みを推進するた

めに、昨年度から、くまもと環境祭を開催い

たしております。

くまもと環境祭は、楽しみながら学び考え

ることができる参加体験型のイベントで、本

年度も同様に計画をしております。このほか

に、ＮＰＯや地域団体の環境での取り組みを

広く県民に紹介するために、県内テレビ局と

連携した普及啓発や新聞記事による特集を行

うこととしております。

次に、環境管理システム推進事業について

ですが、県の事務事業における環境配慮を徹

底するために、ＩＳＯ14001に基づく環境管

理システムに基づき、県環境基本計画の進行

管理を行っております。

平成14年にＩＳＯ14001の認証を取得して

以来、６年間で蓄積された知識やノウハウを

生かしながら、これまでの取り組みを継続す

ることが可能と判断いたしまして、本年４月

には、みずからの責任でＩＳＯ14001規格へ

の適合を宣言する自己宣言方式へ移行しまし

た。

次に、環境センター運営事業についてです

が、この事業では、地域での環境する動く環

境教室を行い、また、エコロジスト・リーダ

ー養成講座を開催し、指導者育成を図ってま

いります。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

83ページの一番下の欄でございます。

水とみどりの森づくり事業、これは水とみ

どりの森づくり税を活用した事業でございま

すけれども、この中で、地球温暖化防止対策

にも資する、いわゆる県民参加の森づくりを

進めるための幾つかの事業を行っております。

事業の概要の欄の①水とみどりの森づくり

活動支援事業は、住民団体等が行います森林

整備活動を支援する事業でございますし、②

の学びの森活動推進事業は、学校林の整備で

すとか、森林環境教育等の実施を支援する事

業でございます。

次のページをお願いします。

③の森林ボランティア活動推進支援事業に

つきましては、森林ボランティア活動を実施

するＮＰＯ団体等に対しまして指導者の派遣

等を行う事業でございます。

次の欄の森とのふれあい推進事業につきま

しては、県が一般の県民の方々を対象に森林

教室を開催する事業、こういった事業を行っ

ております。

以上でございます。

○木村義務教育課長 環境教育推進事業でご

ざいます。

児童生徒に身近な環境に対する関心と理解

を深め、環境に優しい心情をはぐくむととも

に、環境問題の解決に意欲的にかかわろうと
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する態度や能力をはぐくむことを目的とした

事業でございます。

主な内容を御説明いたします。

②の学校版環境ＩＳＯコンクールは、学校

や地域が一体となって環境問題に取り組む体

制づくりの推進をねらいとしたものでござい

ます。

③のこどもエコセミナーは、小学校５年生

を対象として、公害被害から環境再生と立ち

上がる水俣の姿を環境関連施設の訪問を通し

て学ばせることを目的としたものでございま

す。

以上でございます。

○楢木野環境政策課長 85ページをお願いい

たします。

②の家庭部門対策に入ります。

地球温暖化対策推進事業ですが、この事業

では３つの事業に取り組んでおります。

まず、家庭における省エネ、省資源活動の

取り組みを進めるくまもとエコファミリーの

推進、また２つ目は、地域における地球温暖

化防止に取り組む体制を整備するため、地球

温暖化防止活動推進員に必要な情報を提供し

たり、また、３つ目として、地球温暖化対策

地域協議会の設立を支援するなど、地球温暖

化に対する県民の意識の啓発、省エネ、省資

源活動の普及啓発に努めております。

次に、エネルギー対策促進事業についてで

すが、二酸化炭素を初めとした温室効果ガス

の排出を抑制するため、地球環境に優しい新

エネルギーの導入を図るため、親子を対象と

した新エネルギー施設見学会や新エネルギー

に関するセミナーを開催するなど、普及啓発

に取り組んでおります。

また、86ページになりますけれども、新規

事業として、太陽光発電のより効果的な普及

啓発を図るため、住宅展示場のイベント等と

連携した事業を実施してまいります。

○前田産業支援課長 産業支援課でございま

す。よろしくお願いします。

資料の86ページをお願いいたします。

セミコンフォレスト・ソーラー関連産業推

進事業でございますが、この事業は、平成18

年に策定いたしました、熊本ソーラー産業振

興戦略の推進を図るものでございますが、主

な事業の概要といたしましては、熊本ソーラ

ー産業振興戦略を着実に推進するために設置

されました、ソーラーエネルギー等事業推進

協議会への負担金及び新規事業といたしまし

て 「熊本発：地球を救うグリーンコンシュ、

ーマー運動」を実施し、県内企業の太陽電池

関連の展示会への出展による販路拡大の支援

を行うなどの普及啓発活動を行うものでござ

います。

産業支援課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○中川交通対策総室政策審議員 交通対策総

室でございます。

87ページをお願いいたします。

③の運輸部門対策でございます。

熊本都市圏交通問題対策事業についてです

が、マイカーから公共交通機関へのシフトを

図るため、公共交通機関の利用促進に取り組

んでおります。

内容としましては、毎年９月中旬から10月

中旬の約１カ月間、都市圏の交通事業者や県

バス協会が主体となって実施している公共交

通機関の利用促進キャンペーンの支援を行っ

ておりまして、街頭キャンペーンや公共交通

機関半額割引券の提供等が実施されておりま

す。

以上でございます。

○楢木野環境政策課長 引き続き、87ページ

の下段の方ですが、地球温暖化対策推進事業

についてですが、２つの取り組みがございま

す。
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１つ目は、アイドリングストップの推進で、

環境に優しい運転の普及を図るため、アイド

リングストップの実践や啓発を行うアイドリ

ングストップ宣言事業所の登録募集を行って

おります。

88ページになりますが、２つ目は、ノーマ

イカー通勤運動の推進で、本年４月から新た

に、民間、行政一体となった熊本県ノーマイ

カー通勤デーを始めました。

２本とも、６月から始まった地球温暖化対

策九州・沖縄・山口統一キャンペーンに合わ

せて、より一層の推進を図ってまいります。

○林都市計画課土木審議員 都市計画課でご

ざいます。

88ページをごらんください。上から２つ目

の欄になります。

事業の名称は、熊本都市圏都市交通結節点

関連調査でございます。

事業の概要でございますが、この事業は、

交通結節点の利便性強化を目的とする調査で

ございます。

具体的には、ＪＲ、市電などの鉄軌道、あ

るいはバスなどの公共交通機関の乗りかえ地

点におけるパーク＆ライドの導入に向けた調

査検討を行うものでございます。

次の枠でございます。

道路整備課との共管になりますが、都市圏

交通円滑化事業でございます。

これは、熊本都市圏の交通渋滞を解消する

ための道路整備、いわゆるハード対策となり

ます。

具体的には、東環状あるいは西環状といっ

た環状道路及び街路網の整備を行うものでご

ざいます。また、公共交通機関の利用促進を

図り、自動車からの転換を促す交通結節点の

整備についても進めております。

以上でございます。

○新藤交通部参事官 交通規制課でございま

す。

資料の88ページ、下の方をお願いいたしま

す。

交通円滑化等対策事業でございます。

県警では、交通安全施設の整備を通して、

交通の円滑化を図り、地球温暖化防止に寄与

しているところであり、ことしは次の３点に

つきまして整備する計画でございます。

①は、信号機の高度化で、例えば、単独で

動作しております信号機を管制センターに接

続することで隣接の信号機と関連づけて運用

したり、あるいはわき道からの車両が少ない

交差点には車両感知器を取りつけ、わき道か

ら車両が来たときのみ信号機を青にする半感

応式信号機にすることなどで円滑化に努めて

まいります。

②は、交通情報提供裝置の整備であります。

交通情報提供裝置には、渋滞混雑情報、規

制情報などを表示する交通情報板と、カーナ

ビに渋滞混雑情報を提供する光ビーコンがご

ざいます。これらの交通情報提供裝置を整備

し、ドライバーに道路状況を提供することで、

効果的な交通の配分、誘導を行うものであり

ます。

③は、信号灯器のＬＥＤ化の推進です。

通常の信号機は、70ワットの電球式となっ

ております。これを20ワットのＬＥＤ、つま

り発光ダイオード式にすることで消費電力を

抑えることができ、引き続き推進してまいり

ます。

以上３点の事業を推進することで地球温暖

化防止に努めていくこととしております。

以上でございます。

○楢木野環境政策課長 89ページをお願いい

たします。

④の産業、業務その他部門対策に入ります。

地球温暖化対策推進事業についてですが、

環境経営の支援を行っております。

県内事業所に対し、ＩＳＯやエコアクショ
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ン21などの環境系システムの導入を図る学習

会を実施して、環境配慮行動を行う事業所の

拡大に努めてまいります。

次に、リサイクル製品利用拡大推進事業に

ついてですが、熊本県グリーン購入推進方針

による環境物品の優先購入により、環境型社

会の形成を図ってまいります。県が率先して

リサイクル製品を利用し、あわせて、市町村

におけるグリーン購入の取り組みを推進する

ことにより、リサイクル製品の開発や販路拡

大も期待できます。

次に、環境管理システム推進事業について

ですが、県も、一事業者として、県の事務事

業から発生する温室効果ガス排出量を削減す

るため、平成17年に、第２次地球温暖化防止

に向けた県庁率先実行計画を策定いたしまし

た。電気使用の節減などの省エネルギーの徹

底、水使用の節減などの省資源の徹底に取り

組んでおります。

次に、90ページをお願いいたします。

⑤廃棄物部門対策に入ります。

バイオマス利活用推進事業についてですが、

平成16年度に策定した熊本県バイオマス利活

用基本方針を踏まえ、バイオマス利活用に係

る啓発を図り、技術開発や事業化への支援を

行っています。

具体的には、バイオマス利活用に関する研

修会を開催したり、県のホームページや広報

誌を活用して、一般県民を対象とした周知啓

発に努めております。また、市町村や事業し

者の支援として、依頼に応じてアドバイザー

を派遣して専門的技術の助言、指導を行って

まいります。

次に、くまもとＥco燃料拡大推進事業につ

いてですが、事業の概要を申し上げます。

昨年度から実施している事業でございます

が、民間事業者、ＮＰＯ法人、大学、市町村、

県関係機関等で構成するくまもとＥco燃料拡

大推進研究会を設置して、菜の花プロジェク

トの支援やバイオディーゼル燃料の製造技術

の習得、情報交換等を行っています。会員は、

本年４月、65会員だったんですが、またその

後６つふえまして、今71会員でバイオマス由

来燃料の利活用に係る調査研究や事業化支援

を効果的に行ってまいります。

以上です。

○山本廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。

引き続き、91ページをお願いいたします。

まず、産業廃棄物リサイクル等推進事業で

ございますが、県内の排出事業者や処理事業

者等が行います産業廃棄物の排出抑制、減量

化、リサイクル技術に関する研究開発への補

助を行うものでございます。

次に、廃棄物コーディネーター事業でござ

いますが、民間企業におきまして廃棄物の処

理に関して実務の経験をしてきました２人を、

廃棄物コーディネーターとして当課に配置し

ております。事業所の訪問をして、廃棄物の

削減やリサイクル等に関する助言等を行うも

のでございます。

次は、フロン類対策事業でございますが、

フロン類は温室効果ガスであるため、法に基

づき、フロン類の回収と破壊が適正かつ確実

に行われるよう、回収業者の登録及び登録業

者への立入調査を実施するものでございます。

以上でございます。

○高野畜産課長 畜産課でございます。

91ページの一番下段をお願いいたします。

循環型耕畜連携体制強化事業でございます

けれども、家畜の排せつ物を肥料として農地

の方に還元することは、土壌中に炭素を蓄積

するとともに、また、化石資源由来の化学肥

料、こういった使用量を抑制することが可能

になりまして、温暖化の抑制につながってい

るところでございます。

そのために、事業概要のところに書いてお

りますように、良質な堆肥の生産と耕畜連携
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等によりまして、堆肥の有効活用と流通促進

を図っているところでございます。

続きまして、92ページをお願いいたします。

その事業概要といたしましては、ここに掲

げておりますように４項目ございまして、①

の部分は、従来畜産の方がやっております不

適切な処理、これの解消を一応努めておるよ

うなところでございます。

それから、②の部分は、堆肥共励会、これ

は平成９年から畜産サイドでやっておるわけ

でございますけれども、良質堆肥をつくるこ

とによって耕畜連携を促進したいということ

でございます。

それから、③の堆肥コーディネーター、こ

れは平成19年から創設した部分でございまし

て、特に堆肥技術の熟練者を育てていこうと

いうことで、農協とか農家あたりの堆肥共励

会の上位になった方を認定しております。今

のところ認定者８名、ことし５名ほどを一応

認定するような格好としております。

以上のことによりまして、堆肥を、とにか

く耕種側の方に情報等をやりまして、流通さ

せたいと思っているような状況でございます。

以上でございます。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

93ページの（2）二酸化炭素吸収対策の推

進でございます。

そこにはちょっと書いておりませんけれど

も、京都議定書におきまして、二酸化炭素の

吸収源としてカウントできる森林は適切に整

備保全された森林でなければならないという

ふうにされておりまして、このため、積極的

に間伐等の森林整備を推進していくこととし

ております。

そこの事業の名称の欄の最初の森林環境保

全整備事業でございますけれども、これは植

栽ですとか間伐等の森林整備を推進するメー

ンの補助事業でございまして、森林所有者等

に対しまして、森林整備に要する経費の一部

を補助する事業でございます。

次の水とみどりの森づくり事業の中の針広

混交林化促進事業でございますけれども、こ

の事業は、森林所有者による適正な管理が見

込めない人工林を対象として強目の間伐を行

いまして、広葉樹の発生、生育を促しまして、

針葉樹と広葉樹のまじったような森林に誘導

していく事業でございます。

以上でございます。

○大谷都市計画課景観公園室長 都市計画課

景観公園室です。

93ページをお願いいたします。

民間施設緑化推進事業につきましては、民

間の緑化の支援を行っておる事業でございま

す。本年度から、都市部の温暖化低減のため

に、ビルやマンション等の屋上や壁面の緑化

を助成する新たな事業を追加しております。

続きまして、単県公園整備促進事業でござ

いますけれども、これは日本宝くじ協会の助

成事業を活用いたしまして、既存の公園等の

豊かで質の高い緑化を推進するための事業で

ございます。

以上でございます。

○藤井農業技術課長 農業技術課でございま

す。

94ページをお願いします。

（3）の地球温暖化による影響への適応策

で、病害虫発生予察事業のうち、特殊病害虫

侵入警戒調査事業でございます。

この事業は、植物検疫の一環で、病害虫発

生の初期段階で、防除によりまして蔓延を防

止するために、昭和25年から国の事業で行っ

ているものでございます。ミバエ類のほか、

最近では、アリモドキゾウムシなどの亜熱帯

系の病害虫についても侵入の有無を監視して

いるところでございます。

以上でございます。
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○久保農業研究センター所長 同じく94ペー

ジの下の段をお願いいたします。

くまもとオンリーワン農産物研究開発事業

と申しますのは、熊本ならではの品目、品種

を開発いたしまして、その栽培技術を確立す

ることによって農家に普及をしていくという

ものでございます。

しかしながら、近年、特に温暖化の影響と

思われます高温の影響を受けまして、品質や

収量に著しい影響があらわれているものがご

ざいます。その対策を急遽立てるという課題

を、ここに掲げてございます。

事業の概要に４つ掲げておりますけれども、

まず最初のものは、先ほど説明のありました

水稲の品質低下に伴うものでございまして、

昨年度「くまさんの力」という高温障害に強

い品種を発表させていただきました。

これにつきましては、従来の「ひのひか

り」に比べて一つ一つの米の粒が大きい品種

でございますので、その栽培管理を徹底しな

いことには品質がよくなりません。その栽培

技術を確立しようというものでございます。

２番目の先端的資材による生産性向上と申

しますのは、熊本は特にハウス栽培を得意と

しておりますが、夏場は特に高温に苦しんで

おります。ここに掲げております温度感応型

遮光フィルムと申しますのは、一般の温度で

すと透明のフィルムでございますが、一定の

温度以上になりますと、自動的に曇ってまい

りまして、光の透過度が減少するというよう

なフィルムが開発をされました。これをいち

早く現場で利用する技術を確立しようという

ものでございます。

３番目の耐暑性野菜につきましては、ここ

３年間、東南アジアで栽培されております暑

さに強い野菜を導入してまいりました。これ

につきまして、安定生産を図るために施肥技

術を確立しようとするものでございます。

４番目のブドウの課題でございます。

熊本のブドウにつきましては、夏場の高温

により着色がよくございませんで、赤く熟れ

てしまうというような弱点がございます。そ

れを回避するために、熊本県で発見をされま

した暑くても着色のすぐれた品種、あるいは

着色が問題にならない緑色のブドウで熊本に

適するものを選定するということで安定した

生産に貢献できると、そういった技術を開発

しようとするものでございます。

以上です。

○吉田水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。

95ページをお願いいたします。

上段の藻場機能回復試験でございますが、

これは、本県海域における藻場の現状と機能

を明らかにし、さらには藻場の復元方法を検

討するというものでございます。

①のガラモ場・アマモ場機能回復に関する

研究につきましては、ガラモ場、アマモ場の

機能についての基礎データを収集し、さらに

は回復手法についても検討を行うというもの

でございます。

の天草西海の藻場の変動に関する研究で②

ございますが、これは、近年の海水温上昇に

伴います天草西海域の藻場の変動傾向を調査

するというものでございます。

次に、環境適応型ノリ養殖対策試験でござ

いますが、ノリ養殖業の安定を図るというこ

とで、環境変化に対応した品種の選抜と育種、

それから養殖技術の改善、普及を進めるとい

うものでございまして、①の品種の選抜育種

に関する研究につきましては、低塩分性耐性

品種、それから低栄養塩耐性品種の開発を進

めているというものでございます。

②の環境に適応したノリ養殖技術の普及、

指導につきましては、水温、塩分、栄養塩等

のデータの提供と、ノリ養殖スケジュールや

環境負荷の少ない養殖手法について、養殖業

者に指導を行うというものでございます。
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以上でございます。

○中庭下水環境課長 済みません、下水環境

課の中庭でございます。

先ほど説明させていただきました中で、数

値をちょっと間違って説明しましたので、訂

正をお願いしたいと思います。

28ページ、19年度の取り組みの中で、団体

営３地区の事業を終了しましたと言いました

けれども、記載のとおり４地区ということで

訂正させていただきたいと思います。済みま

せん。よろしくお願いします。

○鬼海洋一委員長 中庭下水環境課長でした。

長時間にわたりまして御説明をいただきま

したが、かなり長かったですよね。ちょっと

委員の皆さんも、執行部――肩を回して、肩

の力を抜いていただきたいと思いますが。

ただいまから、説明を終わりましたので、

付託案件ごとの審議、質疑を深めてまいりた

いと思います。

まず最初に、産業廃棄物処理施設の公共関

与推進に関する件について質疑はございませ

んか。

○山本廃棄物対策課長 委員長、済みません。

私も１つ言い間違いがあったようでございま

すので……。

○鬼海洋一委員長 じゃあどうぞ、お願いし

ます。

○山本廃棄物対策課長 申しわけございませ

ん。11ページでございますが、真ん中ほどに

出捐団体ということで、実は先ほど、出捐を

いただいていない団体をどうも６と言ってし

まいましたが、実は８でございます。申しわ

けございません。訂正をさせていただきます。

○鬼海洋一委員長 山本廃棄物対策課長でし

た。

ほかに訂正はありませんか。よろしいです

か。

それでは、申し上げましたように、まず、

公共関与推進に関する件について質疑を行い

たいと思います。どなたか質疑はございませ

んか。

○城下広作委員 先ほど副委員長からも話が

あったんですけれども、水俣の産廃施設。結

果的には、民間施設は、なかなか許可という

か、理解が得られるのは難しいというような

背景がやっぱりあると思います。そういう中

で、熊本も一番困っているいわゆる最終処分

場の場所で、ある意味では必要だけれども、

なかなか難しいということで、公共関与とい

うのがいろいろ決まってきたわけです。

我々も、ずっとこの公共関与ということに

対しては支援をしてきて、頑張ってもらいた

いということで、当初管理型の最終処分場、

これは場所がないから、もうある意味では早

く決めなきゃいけないというような前提で今

まで来たんですけれども、結果的には、いろ

んな候補地からだんだんだんだん絞り込んで

８カ所、その中でもここの場所が一番いいじ

ゃないかということで決めてきた。

だけど、なかなか立ち行かないということ

で、この辺に関してもう一回――実質は足ら

ないと言ったけれども、まだまだ余裕が今の

既存の分で大丈夫なのか、あと何年ぐらい大

丈夫なのか、その辺のことを確認したいこと

と、それと、やっぱりここまで絞り込んでき

たのに、これが立ち行かなくなって仮に失敗

すると、もう後の方に回すということはなか

なかまだ考えにくいから、やはり最初に決め

たこの場所をしっかりと説明して理解をして

いただくというのが絶対不可欠ではないかと

思いますけれども、この辺の感触、ある意味

では手ごたえ、この辺をどう考えているか、

確認させていただきたいと思います。
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○山本廃棄物対策課長 よろしくお願いしま

す。

○鬼海洋一委員長 どうぞ座って。

○山本廃棄物対策課長 委員の御指摘の方で、

まず１点目の話でございますが、どのぐらい

容量が残っているのかという話でございます

が、御指摘のとおり、実は最近リサイクル等

も進みまして、最終処分される分量はかなり

減ってきておりますが、私どもとしましては、

これは必ず埋まってしまうものでございます

し、産業も、きちんとした廃棄物処理場、最

終処分場がないとうまくいきませんので、私

たちとしてはしっかり整備を進めていきたい

と思いますが。

済みません、今のこの時点で、あとどのぐ

らい残っているかと、何年分かと言われて―

―ちょっと済みません、そこは計算をしてお

りませんけれども、現在稼働しておりますと

ころが２カ所ございまして、その２つだけし

か今ございませんので――これは管理型の処

分場でございます。管理型の処分場は２カ所

しかございませんので、そこがいっぱいにな

ったら、もうなくなってしまうということで

ございます。

それから、２点目でございますが、感触は

どうかと、地元の南関町の感触はどうかとい

うことでございます。

私も何度も参りまして御理解を求めており

ます。やはり自分の裏庭につくるというのは、

なかなか納得をしていただくのは難しゅうご

ざいますが、しかし、先ほど御説明申し上げ

ましたように、図を示しながら一つ一つ丁寧

に御説明をさせていただいておりまして、例

えば、井戸水の調査などはこういうことでさ

せていただきますし、それからアセスについ

ても取り組むということで御了解をいただい

ておりますので、それなりの御理解は少しず

つでも得ているのではないかというふうに思

っているところでございます。よろしゅうご

ざいますでしょうか。

○城下広作委員 ここを選ぶまでには、相当

時間をかけて、そしていろんな検討委員も設

けて、そして本当にありとあらゆる方法で考

えて、最終的に決めた８カ所なんですね。仮

にここがだめだとすると、またもう一回振り

出しに戻すと、これは考えられないことだと、

私は個人的に思っております。

そういう意味では、最初が一番肝心ですか

ら、丁寧に、そして全体的な必要性という形

の分も協議していただくということでしっか

りと頑張っていただきたいと思います。そう

いう意味で、よろしく……。

○井手順雄委員 関連いいですか。

○鬼海洋一委員長 はい、どうぞ。

○井手順雄委員 今、最終処分管理型の既存

の施設が、あとどれぐらいかというのがわか

らないというようなことをおっしゃいました

けれども、本事業が平成25年度をめどに供用

開始という中で、わからないなら何で25年の

供用開始なのと、その間いっぱいになった、

既存がいっぱいになったらどうするのかと、

そういう中身の精査というのはされているん

ですか。

○山本廃棄物対策課長 今稼働していますの

は、九州産廃とそれからオー・エスと２つご

ざいます。それぞれに容量が残っているのは

承知しております。数字も知っております。

それから、年間の最終処分量が約３万数千ト

ンであるということもきちんと承知しており

ます。

ただ、やはりそれ以外に、確実に管理型の

最終処分場ができていくかといいますと、今
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のところアセスの段階のものもございますが、

私たちがしっかりつくっていかなければなら

ぬということで、基本構想に従って今のとこ

ろ進めておるところでございます。

○鬼海洋一委員長 井手委員、よろしいです

か。

○井手順雄委員 私は、そういう質問じゃな

しに、物質的にもし25年度までにいっぱいに

なった場合には、どうしていくのか、それに

間に合うように25年に供用開始するのか、そ

ういう計画でやっておられるのか、そこをお

聞きしたいんですが。

もし、例えば25年以前に、例えば23年、24

年ぐらいにいっぱいになりましたと、民間施

設が。そうしたときにはどうするのか。公共

関与というならばですよ、その間のことも考

えながら、供用開始という形をしなくちゃい

けないのかなというふうな思いがしますけれ

ども……。

○山本廃棄物対策課長 おっしゃるとおりで

ございますが、数字的に言いますと、25年ま

でに――今の状況から割り算をしますと、い

っぱいになってしまうということはちょっと

考えにくいかと思っていますが、途中で何が

あるかわかりませんので、我々としては、き

ちんと計画に従って進めさせていただきたい

と思っています。

○森浩二委員 関連して聞きますけれども、

この前産廃協会の人とちょっと話をしたんで

すが、今の状態でいけば10数年分は民間の施

設があいてるということですね。やはり、あ

と５年でできるというけど、これ民業圧迫じ

ゃないかというような話も出たわけですよ、

産廃協会からですね。こんな早く急いでつく

らなくても、まだラスト５年ぐらいでできる

んだったら、５年ぐらい延ばしてもらっても

いいんじゃないかというような意見が出たん

ですけど。

それに関連して、さっきの出捐金ですかね。

この産廃協会からは出てるんですかね。

○山本廃棄物対策課長 まず、民業圧迫では

ないかという御意見もあったということでご

ざいますが、実は財団の理事にも、もちろん

その前の計画をつくる段階からも、産廃協会

からも御参画をいただいておりますので、も

ちろんそういう話をさせていただきながら進

めているところでございます。

それから、出捐金もいただいていると思っ

ております。幾らだったけ、30万だったっけ

……（ 入ってますね」と呼ぶ者あり）30万「

入ってますね。いただいております。

○森浩二委員 大体が30万ですか、もともと

は。予算がないときにあわててつくる必要は

あるのかなというような、地元の人もそうい

うことを言っているんですよ。私の玉名市の

隣にできますので、もう少し延ばしてもいい

んじゃないかなというような話も出てるんで

すよ。今、この予算がないときですね。80億

ぐらいかかるんでしょう。

○山本廃棄物対策課長 今申し上げましたと

おり、今のところ計画に従って既に着々と進

めさせていただいております。

確かに、予算としても80億ぐらいの数字が

構想のときにはもちろん出ておりますが、現

在の状況で、構想の――あれは構想ですので、

あれをもう少しきちんと評価をして、現在必

要な分がどのぐらいか、それに伴う予算がど

のぐらいかというのは、実は今基本計画とい

うことで勉強をしているところでございます。

その中で、いろんなことをまた考えさせてい

ただきたいと思っているところでございます。

○鬼海洋一委員長 森委員、よろしゅうござ
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いますか。

○森浩二委員 はい。

○城下広作委員 もう一個はっきりしておか

ないと。

もともと、足らないからつくるということ

でやっているのにですよ。十分まだ間に合う

とか間に合わぬとかという話は、今の段階で

出るのはおかしくてですよ。もともと我々は、

私は、この委員会でずっと最初から立ち上げ

ていますけど、足らなくなるから公共関与を

するという話で計画を立てたわけですから、

民業圧迫も何もないんですよ、大体は、本来

なら。足らないから、じゃあ急いでつくると

いうことで、だけども急いでつくるけれども、

相手がいることだからいろいろと交渉に時間

がかかっている、大丈夫かということを心配

しているわけですよ。そこがちょっとぐらつ

いて、今のは話にならぬから、ちょっとそれ

は確認させてください。

○村田環境生活部長 今、城下委員おっしゃ

るとおりでございまして、私も、２年ちょっ

と前に、この委員会に所属するよう、執行部

として出るようになったわけですが、当時、

私が最初事務引き継ぎを受けたときは、19年

度中にも枯渇するというふうな言われ方をし

ておりました （ そういうことです」と呼ぶ。「

者あり）おっしゃるとおりです。

その後、状況的に、今ある産廃処分場２つ

あるうちの１つのいわゆる前倒しの中止、平

成26年度中には菊池産廃を終了するはずです

が、そういった状況であるとか、片方、リサ

イクルによる産廃量の状況が相当大きく変化

しているのも事実でございます。

ただ、現実的には、産廃処分場がそういう

ことで菊池の状況あたりも変わっていくよう

な状況の中、あるいは先ほど副委員長からも

話がありましたように、民間の施設が熊本県

でも本当にできない、そういう状況の中で、

公共関与の産廃処分場は要るんだと、つくら

なければならない、熊本県に空港とか港とか

がありますように、そういう一つの社会資本

として整備しておくべき存在であるというふ

うに私は理解をいたしております。

したがって、そういうものとして整備する

中で、先ほど森委員御指摘がありましたよう

な、いわゆる状況の変化ですね。

確かに、実は産廃量の変化というのは、片

方、産廃税が極端に減ってきているというの

が一つの逆のあらわれでございます。４億円

ぐらい見込んどったのを、もう２億を割っと

るわけですから、そういうふうな見込みの変

化というものがありまして、そういうものを

見はかりながらいかなければならない。

ただ、現状において、熊本の中でそういう

ものは要らないかという議論ではなくて、我

々としては、少なくともこの計画を進める。

進めた中で産廃場をつくって、県の能力とし

てそれを持つということは必要だし、その能

力が今民間でもなくなってきている状況には

違いないというふうに思っております。

先ほど、13ページで工程表がございました

けれども、時間が非常にかかっておくれてお

るようなニュアンスがありますが、これは当

初予定どおりの状況でございまして、特に、

今進めております環境アセスメントを着実に

実施することで、地元の方々の御理解を得て

いく、そういう作業を今やっている真っ最中

でございます。土地を取得した上で、次のス

テップに移るということでありますが、ここ

でとんざをしてしまいますと、もう私は熊本

県ではできないと思っております。

城下委員の御質問がございましたけれども、

２番目、３番目のところを――じゃあ南関は

だめだったからできるかというと、できない

だろうというふうに思います。

したがって、我々としては、ぜひとも地元

の御理解も得ながら、この計画を進めていく
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ことが大事かなというふうに思って進めてお

りますので、当委員会の委員の皆さん方の御

理解もぜひお願いをいたしたいと思っており

ます。

○鬼海洋一委員長 よろしいですか。

○岩中伸司委員 私も、先ほどのいろいろ意

見が出ているときに、この13ページの工程表

で問題が出ているところはあるのかなと。こ

れまでの委員会では、ほとんど、まあまあ順

調にいってるという報告を聞いてましたし、

今部長の答弁では順調にいっているというこ

とですが、ちょっとやっぱり疑問を感じたの

は、今のやりとりの中で、森委員からも、民

間施設でも25年以降でも余裕が出てくるよう

な状況、それと、さらには、リサイクルが進

んでという執行部の説明で、当初の計画より

もかなりゆとりが出てきているということで

すけれども、地元の人たちに了解を求めると

きには、きょうのような答弁では、私は納得

いかないんじゃないかと思うんですね。

ですから、具体的な数字を示して、こうい

う、逼迫している県の産廃施設の状況なんだ

というのを具体的に示さないと、余裕が出て

きとるなら、そらしゃんむり南関につくらん

でよかっじゃなかつかとか、当然なるとじゃ

なかですか。

ですから、その辺は、きちんとやっぱりみ

んながなるほどというような数値を示してい

かないと、これは私は、事業工程の計画を立

てられているけれども、25年度に供用開始す

るような状況にはならないと。

特に、公共事業は、道路なんかはもう計画

よりも何年もおくれますけれども、これも地

元の了解が得られないで用地買収を含めて大

変な問題になっていくという懸念がしますの

で、具体的な数値の提示が必要というふうに

思います。今のところ、わからないというこ

とだったんですが……。

○山口公共関与推進室長 公共関与推進室で

ございます。

具体的な数字をということで、課長は把握

しておりましたけれども、私の方から参考ま

でに。

本年３月末、昨年度末の数字でございます

けれども、今県内に２処分事業者ございまし

て、約11万立米残余容量がございます。現在、

毎年大体３万数千トン、３万2,000トン程度

処分されておりますので、おおむね３年程度

の残余年数はあろうかというふうに存じてお

ります。

ただ一方で、現在、九州産廃が、昨年39万

立米の増設許可を受けまして、現在整備中で

ございます。この分が完了いたしますと、今

申しました39万立米確保されるわけですが、

これは昨年新聞報道等でございましたように、

地元市、地元住民等の協定で、平成26年度中

には受け入れを廃止するということが取り決

められておりますので、現時点で我々はもう

あと数年しか残りがない。

我々の、今公共関与の基本計画であります

ところの25年度中の供用開始に向けて、これ

は事業計画上最短の計画でございますけれど

も、しっかり取り組む必要があるということ

で、今地元の御理解を得るように努力してい

るところでございます。

○鬼海洋一委員長 よろしゅうございますか。

この件については、今それぞれが御質問あ

っておりますように、委員会の存立にかかわ

る重要な問題提起だというふうに思っており

ます。しかし、村田部長、御説明いただきま

したように、これまでのこの計画を、変更に

値する顕著な情勢変化はないということでご

ざいますので、粛々とこの計画は進めていく

ことは大事ではないかというふうに思ってい

ます。

ただ、お話がありましたように、ずっとこ
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れまでも――この廃棄物対策の経緯、基本計

画の中身もそうですけれども、常に今お話し

のとおりに、処分量、見通し、それから残余

容量、民間のこの取り扱い、既設の、既存の

処理能力、こういうものについては常に示し

ながら今日来ておりますから、その辺は、対

策室としても、公共関与推進室としても、常

に明確な数字を把握しながら、委員の皆さん

方に御説明できるような体制をおつくりいた

だきますように、委員長からもお願いしてお

きたいと思います。

ほかにありませんか。

○内野幸喜委員 先ほどいろいろ話がありま

した水俣の件ですね。これは民間なんですけ

れども、これが計画が撤回になったと。この

件が、南関町のこの最終処分場に与える影響

というのはありますか。例えば、住民感情で

あるとかですね。

○山本廃棄物対策課長 民間の事業のことで

ございますので、それぞれやっていくことに

なっておりますが、我々としましては、公共

関与は、先ほどから申し上げましたとおり、

社会資本としても必要だということで整備を

進めさせていただいておりますので、基本的

には影響はないと思っております。

それから、もちろん住民の理解、私どもも

そうですけれども、こういう個別の施設は、

住民の理解を十分得ながら進めていくという

のが原則だと思っておるところでございます。

○内野幸喜委員 委員長、もう１点よろしい

ですか。

○鬼海洋一委員長 どうぞ。

○内野幸喜委員 排出事業者団体、出捐団体

ですね。先ほどの話の中で、民間では３団体

がまだしてない。たしか第４回の委員会のと

きに、幾つかあると。決算の時期とか、そう

いうことが影響して、それが過ぎれば間違い

なく出捐していただくと思っているという話

だったんですけれども、もうあれから半年ぐ

らいたってるんですが、その点はどうでしょ

うか。

○山本廃棄物対策課長 まず、３つ、実は３

団体、工業連合会でございますが、工業連合

会につきましては、実は３年に分けてお支払

いいただく約束をいただいておりまして、今

10万円いただいております。ことしも、そう

いうことで10万円いただけると思っておりま

す。

それからあと、商工会連合会と、もう一つ

は中小企業団体中央会でございますが、こち

らは、実はなかなか、人件費にも食い込むよ

うな、もう大変だというような状況でござい

ますが、昨年度３万円ずついただいておりま

す。今年度も、上がりまして、それぞれの団

体へ参りましてお願いをしてきたところでご

ざいます。

○内野幸喜委員 じゃああの、財政的な問題

というふうに考えればよろしいんですかね―

―ということですかね。

○村田環境生活部長 済みません。３団体に

ついては、もう全く財政的な事情で、出資金

ということなものですから、金額の多寡より

も財政的な問題で分けてお願いしたいと。参

加することについては、もうやぶさかじゃご

ざいませんけれどもということで、意思につ

いては、理事会にもずっと出ていただいてお

りますので、最終的に600万になるような中

でお願いしていこうかなと。

実は、裏話を申し上げますと、600万とい

う基金の額は、当初とてつもなく膨大な金額

でした。そういう形では基金そのものができ

上がらないというような経済情勢でありまし
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たので、最低限の基金でスタートする形で、

小さく産んで大きく育てようということで、

そういう理解を得ながらスタートしたもので

ございます。

それから、南関町への水俣での影響であり

ますが、基本的には、まだ事業者が最終的な

発表も報告もしておりませんので、我々とし

ては、その報告を待ちたいと思いますけれど

も、ベースになるのは、地盤の問題であると

か、地下水の問題であるとか、非常に、やは

り訴えてこられたテーマに一つ一つ答えてい

くことだろうと思います。

水俣の状況と南関町の状況あたりを十分比

較もされると思いますけれども、我々として

は、民間ではできない公共関与としてのそう

いう対策、あるいは民間は、ある意味では20

年、30年という間、管理をし続けていく間、

存続していくということが非常に不確定な場

合がございます。現実に倒産して、その後処

理に困っている処分場もありますので、それ

がないと。公共関与が、いかに産廃処分場の

後の管理の面で心配ない形で続けさせていた

だくかということを中心に訴えていきたいと

いうふうに思っておりまして、今回の水俣の

展開が、どういうふうなことで今後展開する

かは注視しながら、南関町の方への説明には

当たっていきたいと思います。今申し上げま

したように、公共関与なるがゆえの有利性を

訴えていきたいというふうに思っております。

○鬼海洋一委員長 大体これぐらいでよろし

ゅうございますか。

○堤泰宏委員 私がいっちょよかですか。一

般質問でちょっと聞き損のうたことがありま

して。

15ページと16ページに資料が載っています。

これは私、初めてちょっと見らせてもろうた

つですけれども、まず、一つの例として、16

ページの例えば上から２段目、３段目、京都

府、昭和49年に事業開始。これは継続中です

よね、管理型。それから、大阪府、昭和46年

に事業開始。これは、平成18年３月に埋め立

て終了。

しかしながら、これは閉鎖とか書いてない

ですよね。漏れた水を府が管理ということだ

から閉鎖と書かなかったのか。

これは、京都が管理型、大阪が安定・管理

型、それから中間処置施設が焼却、破砕とか、

いろいろありますね、溶融とかですね。

極端なのは、ずっと下に行きますと、高知

県は、魚粉製造プラントの――これは何でし

ょうかね。残りかすをここに埋め立てるとい

う意味でしょうか。何かよくわかりません。

ここがちょっと私気になりますのが、例え

ば京都は、昭和49年、これは容量が大きいか

ら、ああいう大都会でもまだ操業しとるのか

と思うし、大阪は何でこういう表現かなと思

います。

ちょっとここの説明と、中間処置施設が書

いてないところがありますけれども、これは

どういうものなのか。それから、安定型と管

理型を、私が尋ねれば――これは簡単にお答

えいただくですが、安定型と管理型の一番の

違い、それから遮断型といいますかね、遮断

型はコンクリートで完全に密閉するのか、管

理型は水がずっと流れていくのか、そこをち

ょっと説明お願いします。

○山口公共関与推進室長 公共関与推進室で

ございます。

まず、最初のお尋ねの資料16ページの件で

ございますけれども、京都府は、現在でも、

ここに書いてありますとおり株式会社方式で、

もちろん京都府も出資しとるわけですけれど

も、方式としては株式会社方式で管理型処分

場の管理をやっておるところです。

それから、大阪府の件ですけれども、しみ

出ている水ということではございませんで、

まさに管理型処分場というのは、埋め立てを
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終了いたしましても、雨水が降ってそれを公

共用水に出すときに、まだ排水基準を満たさ

ない状態にある場合がございます。それをき

ちんと管理した上で、処理した上で、公共用

水に流せる安全な水の状態にして流す、そこ

を管理するから管理型処分場というわけでご

ざいますけれども。ですから、ここはまだ埋

め立ては終了したけれども、水処理は継続し

ている、そこを管理しておるということでご

ざいます。

それから、高知県の何といいますか、魚粉

製造プラントと、中間処理と書いてあります

けれども、この辺はいわゆる最終処分ではな

くて、焼却もそうですけれども、いわゆる中

間的な処理をした上で、例えばリサイクルに

回すとか、場合によっては中間処理した上で

最終処分に回すとか、何らかの形で中間処理

を行っているところ、いわゆる最終処分では

ないということでございます。

それから、安定型、管理型、遮断型という

ようなことで非常にわかりにくい、通常使わ

ない言葉ではございますけれども、簡単に言

ってしまいますと、安定型処分場というのは、

法律で埋め立てることができる廃棄物が５種

類決められております。瓦れきとか、ガラス

くずとか、陶磁器くずとか、ゴムくずとか。

要するに、どういうものかといいますと、雨

が降っても、いわゆる水が変化しない、要す

るに汚れた水が出ない、だから、いわゆる穴

を掘った素掘りのところにどんどん投げ込ん

でいく、言うならばそれだけというようなも

のでございます。

その次に遮断型でございますが、これも先

生おっしゃるとおり、いわゆる有害なものを

埋め立てる、ただし、その埋め立ては完全に

外界の環境と隔離した、言うならば永久に保

管するものでございます。これは、そこに入

れるだけであって何も状態の変化を起こしま

せん。ずっとそこに保管するだけでございま

す。

管理型というのは、ちょうど中間的なもの

でございまして、有害なものは法律の一定の

受け入れ基準がございますので、これを超え

るものは入れられません。逆に遮断型に入れ

ないといけないんですが、それ以下のものに

つきまして、きちんと先ほど言いましたよう

な水の管理等をすることによって、将来的に

そこで安定するというような――これもまた

管理型処分場に埋め立てることができるもの

につきましては、きちんと法律で法令等で基

準等が定められておる、またそれ以外は入れ

られないというものでございます。

以上です。

○鬼海洋一委員長 ちょっと委員の先生方に

御意見をいただきたいと思いますが、きょう

は、実は水俣病対策特別委員会が午後に予定

されております。ちょうど12時になりました

けれども、今後審議をどういうぐあいに進め

ていくか。もうこのままやりますか。このま

まよろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 それでは、執行部の方々

も大変御迷惑ですけれども、このままおつき

合いをいただきたいと――もういいでしょう。

ほかにいいですか。今の件は……（ もうよ「

かです」と呼ぶ者あり）今の件は、もうそれ

で了解をいただいたそうですが、ほかにまだ

ありますか。

○山口公共関与推進室長 済みません。私も

ちょっと緊張しておりまして、先ほど御報告

の中で、現在容量11万立米を、ことし３月と

申し上げてしまいました。申しわけございま

せん。昨年、前年度じゃなくて19年３月、去

年３月現在でございました。訂正させていた

だきます。申しわけございません。

○鬼海洋一委員長 それでは、今の件もそう

ですけれども、これはまさに19年の３月か20
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年の３月、１年間の大変重要な件ですから、

その辺は的確に答えができるように、常に把

握をされて準備をしておいていただきますよ

うにですね。これはもう公共関与の基本の基

本ですから、そのことも委員長としてお願い

しておきたいというふうに思います。

それでは、この公共関与に関する件は、こ

れで終了してよございますか。後ほど、また

あれば、改めて御質問いただきたいというふ

うに思いますが、とりあえず……。

○吉永和世副委員長 済みません。先ほど民

間処分場が２つあるということで御説明がご

ざいましたけれども、２つあっても取り扱い

品目が若干違うだろうというふうに私は認識

しています。

平成26年で一応廃止すると、九州産廃さん

の方は、すべての品目が対応できるというこ

とでありますけれども、もう一方の民間処分

場はすべて対応できない、対応しないという

状況なので、今回九州産廃さんが26年で廃止

されるとなりますと、すべて扱う処分場が県

内からなくなってしまうということになるの

かなというふうに思っています。

そういった意味からいきますと、やはり公

共関与をつくっていただいて、すべて扱う処

分場というのを、やはりつくっていただくこ

とが大事だろうというふうに思います。そう

いった意味で、ぜひそういったことも地域住

民の方々には御説明をいただきたいなという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。要望……。

○鬼海洋一委員長 今の要望ですけれども、

九州産廃の現状については、ずっとこの委員

会でも長い間審議をしてきたことです。です

から、恐らく事業の拡大等の問題についても、

県としても最大限の努力といいますか、配慮

をしながら今日に至っておりますので、今後

この処分場がどうなっていくかということは、

今お話がありましたように我々の公共関与の

進展に非常に大きな影響をもたらす、そうい

う内容を持つものでありますから、このこと

も、そういう、今お話がありましたような民

間の処分場の状況の変化等についても、でき

れば次の機会、９月議会の中では、ちゃんと

報告できるような状況の分析処理をいただく

ようにお願いしておきたいと思います。

それでは、続きまして、有明海・八代海の

環境の保全、改善及び水産資源の回復等によ

る漁業の振興に関する件の質疑を受けたいと

思います。どなたかありませんか。

○井手順雄委員 45ページの荒瀬ダム堆積砂

の活用をして覆砂を行うという事業でありま

すけれども、過去何年間もやっておられると

思いますが、何平米して――検証といいます

かね、どういった状況になっているのか、お

聞かせ願いたいと思います。

○久保田漁港漁場整備課長 荒瀬ダムの堆積

砂を活用しました覆砂につきましては、去年

が最初初めてやっておりまして、約9,000立

米の覆砂を、場所といたしましては、金剛と

いう地名がございますけれども、金剛地先の

干拓地先に覆砂を実施したところでございま

す。

その結果、いかなることかということでご

ざいますけれども、またことしの３月ごろに

工事が竣工したばかりでございまして、うち

の担当を通じましていろんな聞き取り等はや

っておりますけれども、まだ数値の上でどれ

だけの結果が出たかというのは把握してない

状況にございます。

以上です。

○井手順雄委員 今後、引き続き、いろんな

海域調査といいますか、どういうのが育って

いくのかというのはやっていきたいというふ

うに思っております。
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それとまた、荒瀬ダムの関連でございます

けれども、知事が唐突に凍結というふうなこ

とで言われまして、もう日が――２～３週間

たちまして、いろいろ悲喜こもごも、地元で

はいろんなことがあっております。

昨日は、八代海の漁協の方々が、そのまま

凍結ということはやめて、今までどおりのこ

とで推進していただきたいというような要望

に来られました。

私も、水産議員の一人として、そこでやは

り漁民の皆さん方は、凍結と言うてもらうと

今度は水質の問題等々がありますもんですか

ら、やはり今までどおりの推進をお願いした

いというところもあります。しかしながら、

知事のおっしゃるいろんな費用の面、また、

有効活用の面等からも、わからぬでもないと

ころもあるわけであります。

そういう中で、ここ３週間ぐらいたった中

で、執行部としては、やはり漁民に対して何

らの説明もないわけでございます。ただ、費

用対効果で、壊しますよというようなことが

ひとり歩きして、その間やっぱり執行部とし

ては、ともに漁民には、こういった方法をと

れば壊さなくてもいいんですよとか、そうい

う説明あたりは今後どうやってなされるのか。

また、例えば、有明海、八代海、閉鎖性水

域であるから、海砂をとるのは縮減していこ

うというふうな、環境面からそういうところ

は、片ややっておられる。しかし、片や荒瀬

ダムは存続して環境はどうするのか。これは

整合性をとるのが大変厳しいというふうに私

は水産議員の一人として考えるんですが、そ

この整合性はどうとっていかれるのかをお聞

きしたいと思います。

○福島和敏委員 関連でいいですか。

私は、有八のこの委員会、ずっと見させて

いただいているんですが、内容を見ても、皆

さん本当によく頑張ってらっしゃるなと。一

回やっぱり自然を壊したものを戻すのは大変

な金も要るし、労力も要ると思っています。

皆さん一生懸命頑張ってらっしゃる中で、

あの６月４日の突然の知事の表明。私は、皆

さん方はどう受けとめられたのかと非常に心

配をしますし、同情もしております。まして

や、環境問題の一番トップであります村田部

長あたりには、何の相談もなくこれが発表さ

れたという事実が後でわかりましてね。

今、井手委員が言われましたとおり、やは

り私は、八代――荒瀬ダムは八代海の話です

が、やはり海をきれいにする、戻すのは、清

流を海に流してやる、これが最大の要因だろ

うと、私は、大いに実は期待をしておりまし

た。

その反面、いろんな費用をたくさんかけて

いる。しかし、荒瀬ダムの発電は１億円なん

ですね。１億円の利益を上げるという話で、

しかも60億の設備投資をするということは、

単純に計算しても60年かかると。

皆さん今一生懸命やっておられる仕事が本

当に解決するためには、荒瀬ダムを外すとい

うのは大変な大きな力になると私は信じてお

ります。

現に、きのうも、今言われましたとおり、

漁民の皆さん方も議長のところに押しかけて

らっしゃいますし、ましてや下流域住民の皆

さん方、八代海37漁協ありますけれども、そ

の代表の皆さん方も、きのうは、デモとは言

いませんけれども、集会までやって、きのう

知事は、15分の約束で会う時間を50分会って

いただいて、しかしながら、その結論は、や

はり凍結という姿勢は崩されてない。それを

考えてみますと、皆さん方が今やっている仕

事と知事の今言われていることとは、全く相

反することじゃないかなと。

その件について、きょうは村田部長にぜひ

コメントをいただきたいなと思って来たんで

すが、井手委員の話とあわせて、ぜひ考えを

聞きたいと思います。



- 33 -

○鬼海洋一委員長 ほかには、どなたかこの

件について……（ 荒瀬の関係ですか」と呼「

ぶ者あり）荒瀬と八代海…… （発言する者。

あり）

それでは、今の両委員の質問に対して、村

田部長。

○井手順雄委員 部長というよりも、担当の

方から、まず技術的なことをお聞きしたいで

すね。

○福原工務課長 企業局工務課でございます。

ただいまの質問にございました、今後砂等

についてどうやっていくのかということで、

覆砂につきましては、計画を持って今やって

いるところでございますけれども、引き続き

数量等の見直しはございますが、やっていき

たいというふうに考えております。

それから、海への……。

○鬼海洋一委員長 ちょっと今答弁をする相

手が違いますので。覆砂の問題でしょう。そ

この砂を利用した……。

○井手順雄委員 いいえ、それはもう終わり

ました。

○鬼海洋一委員長 もうよかですか。

○井手順雄委員 海の環境に対して、どのよ

うな――もし存続した場合、整合性をとるの

かですよ。

○岩下水産振興課長 まず、水産振興という

一般的なものでお話しさせていただきますと、

やはり水産振興の面から見ますと、一般的に

はそういった下流から上流域につきまして、

人工的な構造物というものはない方が水産振

興にとってはベターかと思います。

しかしながら、今回の荒瀬ダムにつきまし

て、まず、上流に行きますと市房ダムがござ

います。瀬戸石ダムがございますし、荒瀬ダ

ムがございまして、その後に遙拝堰がありま

して、その下に新前川橋と球磨川堰という状

況の中で、荒瀬ダムを撤去することが、どう

いう、水産振興に果たす役割があるかという

ところを考えますと、まず、水産振興の面で

見ますと、アユの増殖にどう影響するかとい

うのが１点あると思います。

荒瀬ダムを例えば撤去いたしたといたしま

すと、そこのバックウオーターの部分が当然

なくなってまいりますので、そこで非常に浅

い瀬ができましょうし、そこにはアユ等の産

卵場といったものが造成されるということは

考えられると思います。(発言する者あり)

ただ――済みません、もう少し説明させて

ください。ただ、そこに産卵場ができたとい

たしましても、そこで産まれたものが下って

いきますと、当然そこの遙拝堰におきまして

は、迷入――農業用水のための迷入、迷い入

ると言いますが、そういったところで、大体

今までの調査で22から27％程度のロスがある

と言われています。

もう１点、井手委員のおっしゃっています

その砂利の供給の点について……（ 違う」「

と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員 私が言いたいのはね、漁協

がきのうもちょっと要望に来られて、海の環

境はどう守るのかというようなことなんです

よ。その認識はどう持っておられるのかです

たい （ わかりました」と呼ぶ者あり）整合。「

性です。いわゆる八代海をどう守っていくの

か。もしそのまま存続して、そこら辺の整合

性をどうとるのかですよ。ということは、ひ

いて言えば漁民の方々にどう説明するのです

たい。それをお聞きしたい。

○鬼海洋一委員長 これはちょっと部長……。
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○井手順雄委員 部長に関しては、それはい

わゆる環境の問題と。漁民にどう説明するか

は、やっぱり水産振興の方で説明していただ

いて、環境の面からとらえた場合、いろんな

今閉鎖性海域の中で、砂を掘っちゃならぬ、

削減せなならぬとかいう、環境環境というこ

とでいろんな縮小をしてくる。片や、こうい

うダムを壊さないでそのまま存続と。片や、

環境破壊するんじゃないかというような懸念

もある。そこの整合性なんです。環境から見

た整合性、これはどうとらえておられるのか。

○鬼海洋一委員長 それでは論点を整理しま

す。

１つは、今お話がありましたように、これ

は八代海の水産振興の件に関連することでも

ありますので、漁民への今回の問題の説明を

どういうぐあいにするのかというのが第１点

ですね。

それから、広く環境という関連でどういう

ふうにこの問題を理解するのか、その点の２

点だというふうに思いますが、まず１点目、

漁民への説明、これは非常に高度な問題だと

いうふうに思いますので、できれば村田部長

から総括して説明をいただければ、御回答い

ただければというふうに思います。どうぞ。

○村田環境生活部長 後段の方から行きます。

環境を保全することと、いわゆる経済とい

いますか、開発をすることというのは、ある

意味で反することを一緒にしゃべっていると

いうか、そこの折り合いをどうつけるかとい

うのが――非常に難しい悩みを常に抱えなが

ら、環境のセクションとしては仕事をしてい

るというのが正直なところでございます。

先ほどちょっと例に出されました海砂利に

しても、骨材の確保と、いわゆる水産や海域

環境の保全という両方があります。それをど

ういうふうに調整しながら、なおかつ人間が

生活していく上で、それを施策の中で進めて

いくのかということを政策の中で決めていく

ことだろうと思うんですが、そのときにある

意味での政策決定というものがかかわってく

ると思います。

今回の荒瀬ダムの撤去という政策決定があ

って、なおかつ、それを今度は凍結してその

ままでいくという政策決定、そのときに、川

の環境あるいは八代海の環境の上でどうなの

かということが出てくる。そこのところの整

合性をどうとるのかということだろうと思う

んですが、正直申し上げまして、先ほどの御

発言がありましたように、政策決定の段階で、

もう正直なところ、私は知りませんでした。

ただ、これは、新知事就任、あるいはその

他の県のいろんな総合的な要因の中で、それ

ぞれの所管のところで総合的な御判断があっ

てのことだろうと思います。それについて、

じゃあ例えば、ほかのところでもいろいろあ

ると思うんですね。道路をつくるとか、工業

団地をつくるとか、いろんなことがあると思

うんですが、基本的には、環境の部門として、

そのものがある、あるいはない、撤去される、

撤去されるときも、そのときの状態で環境の

状態が悪化しないような措置をとってくださ

いと、それは当然申し上げるべきことだろう

と思います。

それから、存続する際についても、存続す

ることによって今のような漁民の方々からの

御疑問が出る。地域住民の方から御疑問が出

るようであれば、当然それに対して答えてい

くというふうなものが、最終的には総合的な

判断として進められていくしかないんじゃな

いかなというふうに思います。

私どもの立場としても、それが悪化すると

いうことであれば当然物を申し上げていかな

いかぬことでありますが、よりよくしていく

ということについて、確かに一つの事柄を進

めるというのは本当に難しゅうございます。

今１番目の質問のところにも絡みますけれ

ども、逆に凍結して残るということが、地域
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住民の方、漁民の方々に疑問が残るというこ

とであれば、それは当然、説明責任は県側に

あるのではないかというふうに理解をします。

私としては理解をいたします。

○井手順雄委員 どのように説明していくん

ですか。それをお聞きしたい。

○村田環境生活部長 その説明ぶりは、政策

判断をした当局に、まさにダム管理の政策判

断をしたところに、私としてはお任せせざる

を得ない。ここで私がどうこうというのは、

なかなかしゃべりづらいというふうに思いま

す。

○井手順雄委員 それでは、ここで精査しま

すけれども、知事が凍結という意見の中で、

執行部自体は、まだその手法というのは全然

できていないということの認識でいいですね、

そこで。そういう認識でいいですか。

○村田環境生活部長 ちょっと今の質問の趣

旨がわからないんですけれども。

○井手順雄委員 知事が、凍結というふうな

形の中でおっしゃいました、費用対効果とか、

発電だとか、そういったようなことでおっし

ゃったわけですが、しかしながら、八代海で

生活する漁民の方々の疑問等々は、まだ精査

してないということでございますね。

○村田環境生活部長 精査しているかどうか

も含めて、私はお答えする立場にはないと思

っております。

○井手順雄委員 なら、だれに聞けばいいん

ですか。

○福原工務課長 企業局工務課でございます。

今の御質問ですけれども、私どもといたし

ましては、漁民の皆様の理解を得るように、

ダムの管理をこのような方法でやっていくん

だということを示しながら、丁寧に説明して

いきたいと思います。

しかし、現在、その対策等について詰めて

いる段階で、まだ申し上げることはできませ

んけれども、少なくとも言えますのは、今後

継続するに当たって、今以上にというか、今

よりもよくなるように、ダム管理をしていき

たいというふうに考えております。

○井手順雄委員 ほかの水産関係だとかいう

方々と連携をして、やはり漁民の方々が納得

するような――やっぱり県財政をいろいろ考

えるならば、私としては、知事の言ったこと

も一理ある。

しかし、漁民の人たちの生活をどうするん

だと、この辺の整合性というのがぴしゃっと

とれて先に進んでいっていただくというのが

一番だろうと思いますし、また、今話があり

ました、それを課でぴしゃっとまとめていた

だいて、それとまた環境から言わせれば、ち

ぐはぐにならないように、これをとればこっ

ちが立たずというぐあいにならないように、

やはり環境からも見て、整合性がとれるよう

なことで今回の作業を進めていただきたいな

と、要望であります。

○鬼海洋一委員長 福島委員、よろしいです

か。今の答弁で。

○福島和敏委員 皆さん現実がわかってない

んじゃないんですか。もう今八代海では、悪

化するだけしてですよ、もう今魚がとれない

んじゃないですか。八代の魚市場はつぶれた

んですよ。実際魚がとれないから後継者もい

ない。今八代海の漁民、魚をどこに持ってい

くかわからないぐらい、現実的にそういう状

況に置かれているんですよ。

それを皆さん、22年の３月31日になったら
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壊してもらえるという。間違いなく、閉鎖的

な海に清流が流れ込めば海は絶対よくなるん

だとみんな信じてらっしゃるんですよね。そ

れを皆さん方一緒になって、今高額な金と時

間をかけて、一回壊したものをもとに戻そう

と努力しているじゃないですか。その大変な

手助けになると私たちは信じているんですよ。

だから、今村田部長の発言は、非常に私は

不満ですね。もっとやっぱり知事の側近であ

れば、これだけのメンバーの中のリーダーシ

ップであれば、もう少しはっきりした態度を

示すべきだと私は思います。

○鬼海洋一委員長 福島委員の意見について

は承っておきまして、とりあえず関連して岩

中委員。

○岩中伸司委員 確認ですけれども、企業局

ですね。

知事が６月４日の記者会見で突然ああいう

ことを表明されたということで、本会議でい

ろんな質問が出て、凍結と、今も凍結という

ことですが、ちょっときょうの議論を聞きよ

ったら、もう現状のまま継続をしていくこと

を前提に議論になっているようですが、本会

議では、確かに年内に結論を出すということ

を私は聞いたように思うんですが、その確認

をちょっとしたいんですが。

○福原工務課長 企業局工務課でございます。

ただいまの御質問ですが、企業局としては、

当然継続の方でいろんな物事を考えておりま

す。そして、それをもとに皆様の御意見をい

ただきながら、それを知事の方に上げて、知

事がいろんな角度から総合的に判断して、年

内に結論を出すということを言われておりま

す。

企業局としては、撤去ということで進んで

おりましたけれども、凍結になって、今はま

た継続の方向で検討はしておりますけれども、

これが決定ではありません。ですが、こちら

の意見を相手の方に述べないと、また、疑問

とか、要望とか、そういうものをどう判断し

ていいかという判断材料もありませんので、

そういう意味で、うちの方はこういうことを

やっていきたいということを示しながら御意

見をいただいて、それをまた知事の方に上げ

て、知事の方で年内に総合的に判断するとい

うことで、決定ではございません。

○髙野洋介委員 荒瀬ダムの件でちょっと言

いたいんですけれども、私も、地元の県議と

して、いろんな話を伺います。もう皆さん御

存じのとおり、いろんな方からの要望が来て

いると思うんですけれども、今までの企業局

の対応で一番私がいただけないと思うのが、

地元の局長である上野局長が全然出てこない。

今の知事の説明、そして執行部の説明だった

ら、私は――だれも納得しないんですよね。

地元のことは無視して、財政面、そして財政

面でしょう。金、金、金でしょう。

ですから、地元の人は、やっぱり先ほど福

島委員が言われるように、清流が戻るという

期待があるわけですから、我々は――私は、

個人的な意見は、地元の県議として、県全体

を見た中で財政面が悪化しておるのはわかる

から、そこの落としどころとして、やっぱり

具体的に、球磨川を今後こうしますという案

を出しながら地元に説明をしないと、絶対私

は、地元はだれも納得しないと思うんですよ。

今のまんまでいったら、６月議会では具体

的な案は間違いなく出ません。９月、12月―

―12月にはもう結論を出すというふうに言わ

れておりますので、ぜひとも地元の意見を交

換しながら具体的な案を出さぬと、だれも納

得せぬまんま、地元のことがわからぬ人たち

が決めているような気がして、私は地元が一

番置き去りになっているような気がしてるの

で、そこら辺を考えてもらって、絶対坂本出

身の企業局長が地元に一回足を運ばぬと、地
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元でおってからなんばしよっとやという声も

聞きますもんですから、そこら辺も理解して

もらって、早急に案を出しながら、それをま

た身につけていただきたいなと思いますので。

要望でいいです。

○鬼海洋一委員長 それでは、この辺で、こ

の問題についてはとりあえず打ち切りたいと

いうふうに思いますが、今回の代表質問、一

般質問を含めまして、まさに今議会、本会議

は、この問題一色と言ってもいいような状況

で推移をしたというふうに思います。

そんな中で、もう一遍確認しておきたいと

いうふうに思いますが、知事としては、凍結

ということを訴えながら、この議会での審議

を含めまして、これから十分な審議を尽くす、

そして最終的に12月の段階では決断をすると

いう、こういうお話であったというふうに思

います。

ですから、きょう、この委員会での議論に

ついては、その意味では付託される案件が八

代海の漁場の確保、振興、環境の改善、こう

いうものがこの委員会の審議事項、中心的な

テーマでありますから、当然にその中で八代

海の環境保全にかかわる、あるいは振興に対

する意見が出たということも、これも当然の

ことではないかというふうに思っています。

そこで、ぜひ、審議をされる知事部局の中

で、その中でもきょう出ました意見等につい

ては、今後の審議の発展の過程の中で、ぜひ、

この委員会の中でこういう質疑あるいは要望

が出たということについては、そんな中でお

伝えいただきますように、まずお願いをしな

がら、この問題、とりあえずこれで打ち切ら

せていただきたいと思いますが、よろしゅう

ございますか。

○西岡勝成委員 １つだけ要望をしておきた

いんですが、ダムの弊害というのは、要する

に砂利とか砂とか泥土もありますけれども、

そういうものが海に行かないと、とまってし

まうということもありますし、それから、ミ

ネラル分が重いので下に沈んでしまう、栄養

塩が流れにくいというようなことがあると思

うんですけれども、荒瀬も含めて、県下各地

には、もういろいろな代表のダムがあります

けれども、あれから砂利を供給してやるよう

なシステムというものは、何か土木部として

――ただそこでとめてしまうんじゃなくて定

期的に、例えばそういう、今荒瀬で実際覆砂

のためにやっているじゃないですか。そうい

うようなシステムというものを考えていかな

いと、だんだんだんだんダムにはたまってい

くわけですね。いろいろなヘドロもたまりま

すし、砂利もたまる、砂もたまる。そういう

ものを除去しながら、次の環境に負荷した分

はその分返してやるようなシステムを、私は

考えていく必要があると思うんですね。川辺

川で選択取水というような言葉も出てきまし

たけれども、そういうシステムを考えながら、

やっぱり時代の中に対応して環境を守ってい

くというふうなシステムをぜひやっぱり考え

ていくべきときだと思いますので、その辺は

私、要望いたしておきます。

○鬼海洋一委員長 野田課長、何かあります

か。

○野田河川課長 ダムにつきましては、一般

的に100年分の土砂を一応貯留する、確保す

るというふうな計画でございますが、現在に

おいては、できるだけ上流にそれがたまる前

にためて取り除くというふうな施策もやって

おります。

それと、いろんな今後のダムにつきまして

は、土砂ができるだけ上下流で移動するよう

な手だてをやっていくというのも、一つの考

え方としてできるだけ取り入れるような方向

で考えていくというふうな方向でございます。
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○佐藤雅司委員 １つよございますか。関連

して。

上流の人間から申し上げておきたいと思い

ますけれども、いつも私が申し上げとること

でございますが、土木の方の砂防であるとか、

あるいは農地の方の堰堤とか、いろいろあり

ます。

しかし、すべて今まで、土砂や砂、小石、

これらを、全部三方張りも含めて、そこでと

めているんですね。したがって、それを水が

越えて、富栄養化したものがずっと下流域ま

で流れていくということになります。

したがって、私も質問の中でも大分言いま

したけれども、そうしたものを、小石や砂を

流していく上流部の新しい工法というものも、

しっかりとやっぱりつくっていかなきゃいか

ぬというふうに思います。

先ほど井手先生がおっしゃった中にも少し

関連しますけれども、そうしたものについて、

やっぱり企業局あたりも、どうやったら海の

環境がよくなるのか、あるいはいわゆる魚の

部分についても、やっぱりそうしたものをや

っていただければかなり今の環境が保たれて

いく、あるいはまだ改善の余地があるとか、

そうしたものをやっぱりおっしゃらないと、

これは環境がそのまま悪くなる一方だと、こ

れよりよくなると思ったのが悪くなってしま

うと。そうじゃなくて、全面的によくなりゃ

せぬけど、これくらいはよくなるんだという、

そのくらいの意気込みはやっぱりこの委員会

で示さないと、先ほどのようなおかしな議論

になってしまうんじゃないかと。こういう要

望でございます。

○鬼海洋一委員長 ほかにはございませんか。

特に、福原課長は、その辺、今後の議論の過

程の中で生かしていただきますようにお願い

しておきたいと思います。

ほかに、この件以外の件でございませんか。

○森浩二委員 海砂、海砂利の採取について、

ちょっとお聞きします。

今、場所は決まってるんですかね、採取。

だんだん縮小の傾向にありますけど。

○森永環境立県推進室長 環境政策監の森永

でございます。

現在採取されておりますのは、有明町の沖

と、それから八代海の４カ所で、合計５社の

業者さんが採取をされているところでござい

ます。

○森浩二委員 この前、地元の大浜沖という

か滑石沖にちょっと行ったんですけれども、

そこで砂をとってたんですよね。そういうの

は何でとってたんですかね。不思議だなと思

って見てたんですけど。(発言する者あり)い

や、航路じゃないです。航路でも何でもない

ところなんです。ああやってとっていいなら、

うちの地元の漁協から、砂がたまっていると

ころをとってくれといっぱい頼まれてるんで

すよね、今。

○森永環境立県推進室長 申しわけございま

せんが、今の事実についてはちょっと承知し

ておりません。何らかの公共事業関連とかい

ろんな可能性があると思いますけれども、現

時点では情報をつかんでおりません。

○森浩二委員 ということは、違法というこ

とですかね。

○鬼海洋一委員長 それでは、森委員、今の

状況については、ちょっと森永政策監、調査

をされた上で、森委員と十分今の案件につい

て納得いくような御説明をお願いしておきた

いと思いますが、それでよかですかね。

ほかにございませんか。

○岩中伸司委員 １点だけ簡単に。
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19ページに、提言の中身が重点項目で６点

だけ挙げられているんですが、その中で、諫

早湾干拓事業に係る中長期の開門調査の実施

ということがうたわれていますが、これは最

近の動きとして何かあったらばお答えいただ

きたいと思いますが。もう大体事業自体は完

了しているようですけれども。

○鬼海洋一委員長 どなかがお答えになりま

すか。

○森永環境立県推進室長 今の諫早干拓の中

長期開門についての調査に関するお尋ねでご

ざいますが、今のところ新たな動きは特には

把握はしていないところでございます。

県といたしましては、潮流、潮汐の変化等、

泥質化の影響とかいろんな可能性もございま

すので、引き続き県漁連とも御相談させてい

ただいて、中長期開門の必要性について国に

要望しているところでございます。

○鬼海洋一委員長 よろしいですか。

それでは、ほぼ御意見も出尽くしたようで

ありますから、有明海・八代海の環境の保全、

改善及び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件は、これで終わらせていただきま

す。

執行部の皆さん方に、まことに申しわけあ

りませんが、ちょっと時間が押しております

けれども、先ほど冒頭確認したようなことで

やらせていただきたいと思いますが、ぜひ昼

食の時間は時差で、十分時間をとって昼食を

とっていただきますようにお願いをしながら、

次の地球温暖化対策に関する件で御質疑を受

けたいと思います。

○城下広作委員 まず、ちょっと先に88ペー

ジ、交通信号機のＬＥＤ化ですよね。これ、

70ワットから20ワットに、これ物すごく激減

できるんですね。それで、これ大分電気代も

節約できるんですけれども、県下の信号機で

通常は70ワットだったんですけれども、20ワ

ットでできるこの発光の分ですね。これの転

換率はどのくらいになる。かなり電気代が安

くなると思うんですけれども、これがこちら

に移行すると大分……。

○新藤警察本部交通部参事官 管理費でござ

いますか。

○城下広作委員 管理費、じゃあこのダイオ

ードに変わる分、ＬＥＤに変わる分の率とい

うのはわかりますか。変わっている率。例え

ば、電気代が安いということだから、これに

ばんばん切りかえるといいというふうに単純

に思うからですね。金もかかるでしょうけど、

まずは率をお聞きしたい （ 後で」と呼ぶ者。「

あり）わからぬなら、後でもいいですよ。

○山口ゆたか委員 ２番目の交通情報提供裝

置の整備とありますけれども、実際私も、民

間のカーナビをリーダーのカーナビじゃない

やつにつけてて、光ビーコンのタイムリーな

情報提供を余り受けない、ＦＭのミックス情

報の方が明らかに早いという現状があります。

そういったところを考えると、今後整備をす

るということですけれども、そのあたりはど

のように考えておられるのか。

○鬼海洋一委員長 お答えいただきますか。

（発言する者あり）

○鬼海洋一委員長 今回は優秀な委員がそろ

っておりますので、非常に厳しい、難しい質

問が出てまいりますから、ぜひよろしくお願

いしたいと思いますが、今の件についてはま

た後ほどですね。

○城下広作委員 ６月21日と７月７日にライ

トダウンというのを行うんですね。夜８時か

ら10時までということで――10時だったかな、
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２時間。それで、この間21日に、実際に協力

して結構ライトダウンをやってもらったんで

すよね。国も推奨しているんですけれども。

それで、これは国の環境省の方からも、県

の方からも、結構、協力してくださいと企業

にいろいろ文書で言ってるんですよね。直接

団体に例えば職員が行って、協力してくださ

いというような運動はされたのか、されてな

いのか。それと、実施してペーパーでお願い

したけど、協力していただいたのは、大体ど

のくらいの企業だったのか、これがちょっと

わかるなら。

○森永環境立県推進室長 ただいま温暖化対

策の一環で進めておりますブラックイルミネ

ーション事業、それからクールアースデー事

業についての県の働きかけの仕方についての

御質問だったと思います。

６月21日、それから今度７月７日の日も同

じでございますが、基本的には、ここ数年は

ずっと進めている事業でもございますので、

当初のころは、各団体の事務局等に出かけま

して、ぜひ御協力をということで出かけてお

願いをしているところでございまして、おか

げさまで大分広がりが出ておりまして、昨年

171施設でございましたのが、ことしは464施

設、今度７月７日においても452施設の方で

御協力をいただけるということを確認させて

いただいているところでございます。

ライトダウン、その中で省エネについての

認識を改めて持っていただくという非常に有

効な施策だと思いますので、今後とも、いろ

んな地元のイベント等とも絡めまして、この

動きを広げていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

○城下広作委員 大分前に質問したかったけ

れども、ちょうどこの書類に一言も出てなか

ったものだから。いわゆる地球温暖化の部分

でしっかり進めるという分に当たって、単発

じゃあるけれども、やっぱりしっかり訴えて、

こういうイベント化しながら、逆に言えば興

味をそそるという、このことが大事じゃない

かということで、ぜひまた７月７日もありま

すので、頑張っていただきたいと。

以上です。

○鬼海洋一委員長 ほかにありませんか。

○西岡勝成委員 これは、この前執行部の方

に調べていただいたんですが、対馬で、発泡

スチロールの――要するに海岸線の大掃除が、

クリーン作戦がありまして、発泡スチロール

を溶かすリモネンという、ミカンの皮からつ

くるやつですね。もうばんばん発泡スチロー

ルが溶けていくんですね。

そういうのを見ましたので調べてもらった

んですが、海外からの輸入品で日本ではでき

てないということなんですけれども、ミカン

の産地県であります――浦田先生お見えでご

ざいますが、農業研究センター長、こういう

リモネンなんちゅうのは、熊本――簡単にで

きるものじゃないんですかね。

○久保農業研究センター所長 私もよくは存

じませんけれども、実際に使われているリモ

ネンは合成品ではないかというふうにも――

天然物、もともとは天然物由来のものでござ

いますけれども、それを抽出して使うとなる

と、大変な労力、お金がかかりますので、リ

モネンとして合成されたものが使われておる

のではないかというふうに思います。

○西岡勝成委員 200リットル入りで３万5,0

00円なんですよね。かなり――余り高くはな

いと思うんですよ。それで、大体１缶で溶か

される発泡スチロールは50キロなんですね。

50キロというと、相当の量を溶かせるんです

よ。そしてまた再利用して１万5,000円で１

缶分買うというようなやつですから、非常に
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私は――特に海岸線は、台風明けあたりは、

もう養殖用の発泡スチロールが物すごいんで

すよ。そういうのに、そういうのを１機据え

つけとくと、かなり見る見る間に溶けるんで

すね。化学物質じゃないということでござい

ますので、私は、この辺ちょっと地域資源活

用促進法とかなんとか利用して、こういうリ

モネンみたいなものをつくっていただけると

――スーパーあたりに置いとくと、発泡スチ

ロールも、結構やっぱり我々買い物するとト

レーあたりがありますから、ああいうので液

化して、それを再利用できるわけですからい

いと思うんですけれども。ぜひその辺の――

これは要望で結構ですけれども……。

○鬼海洋一委員長 ちょっと西岡委員に私質

問します。

それは、溶けた後は環境上はもう問題ない

んですか。

○西岡勝成委員 また再利用……。

○鬼海洋一委員長 お答えいただくところは

どこかありますか。

○山本廃棄物対策課長 先生のおっしゃると

おりでございまして、ただ、私どもも今回勉

強しておりますので、実は、今、高知でこの

事業をやっているところがあるということで

ございますので、職員をやりまして、派遣し

まして、もう少し勉強させていただきたいと

思います。私から後に、その点は御報告をし

たいと思います。

○西岡勝成委員 テレビを見てましたら、対

馬の長い海岸線の発泡スチロールをすべて溶

かしてしまうんですね。すごい力ですよ。ぜ

ひひとつお願いいたしておきます。

○鬼海洋一委員長 これは廃対課の仕事にな

るんですか。

○山本廃棄物対策課長 今のお話だと、一つ

は漂着ごみの話もございますし、それから廃

棄物をリサイクルするということで、廃棄物

の処理ということで、私どもの方でも大いに

関心を持っておるところでございます。

○鬼海洋一委員長 ほかにありませんか。

○福島和敏委員 87ページ、交通対策総室か

知りませんけれども、地球温暖化は、やはり

国民、県民、市民、すべての人が意識を持つ

ことから始まると思うんですね。

そういう面からすると、その意識を共有さ

せるためには――ちょっと済みません、何し

ろ歯が悪いもんだから。やはり、公共交通機

関にみんなで乗りましょう、ノーマイカーデ

ーでみんなで意識しましょうというようなの

が、これが一番いいかなと。実際私も、こう

いう意識を持ったことないんですね。だから、

やはり私は、これはやっぱり全県下に進めて

いく必要があるんじゃないかと思いますけれ

ども、現状はどうなっているんでしょうかね。

県の職員の皆さん方、これ実行されてるんで

すかね。

○森永環境立県推進室長 熊本県のノーマイ

カー通勤デー等の取り組みについてのお尋ね

でございますが、県では、平成10年から、県

職員ノーマイカーデーということで率先行動

ということ進めておりまして、これまで、４

割以上の職員がノーマイカー化を進めること

ができておるところでございます。

ことし４月から、県内全域での、民間、行

政、いろんなところが取り組んでいただくノ

ーマイカー通勤運動を開始しているところで

ございます。

これまで、毎月第３水曜日を、ノーマイカ

ー通勤デーということで４月以降に取り組ん
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でいるところでございまして、参加の人数的

にはまだまだというところでございますけれ

ども、４月、５月と進めていく中で、参加者

もだんだん倍増ぐらいにふえているところで

ございまして、今後とも、基本的には３カ月

ぐらいの大きな動きにつながるように、今い

ろんな働きかけをしながら進めておるところ

でございます。

先日６月18日も、各企業のトップの方も、

この運動に参加いただくということで率先行

動をやっていただきました。そういう取り組

みを進めながら、大きなうねりとなるような

運動につながっていくように進めていきたい

と考えているところでございます。

○福島和敏委員 生ぬるいのでは、やってる

ことが。例えばその日は、あの込む東バイパ

スが全然すいすい行けるような、そのくらい

やらぬとたい、全然だってそのキャンペーン

の意識は、私たちないですもん。やるならや

るように全部一緒にやりましょうや、もっと

ＰＲかけて。頑張ってください。

○佐藤雅司委員 どれも、地球環境問題、温

室効果ガス削減、非常に重要な問題だという

ふうに思います。しかし、我が県は、山林原

野65％でございます。何としても、やっぱり

京都議定書にありますように、森林吸収源対

策、これが一番大きな、手っ取り早いといい

ますか、予算もついておりますし、そういう

ものじゃなかろうかなというふうに思います。

ぜひとも、その辺のところを、毎年これだ

け貢献しているんだと、森林整備によって、

これだけ吸収源としての数値が我々は到達し

ているんだというところも、やっぱり出して

いくべきじゃないかなというふうに思います。

山林原野を整備していくこと、これがいろ

んな面でやっぱり山をおさめることにつなが

るし、産業、経済にもつながっていきますし、

やっぱり一番大事な部分じゃないかなという

ふうに思いますので、その辺は織田課長、ぜ

ひとも進めていただきたい。そして、数値を

毎年積み上げていっていただいて、やっても

らいたいと。

それから、農業研究所あたりも、バイオマ

スの開発というのを――いろいろ、油の高騰

とかなんとかという対策がありますので、ぜ

ひともこれはスピードを持って、やっぱりそ

うした対策をとってバイオマスの開発をやっ

ていかないと、他県におくれてしまうと、環

境先進県にならぬとじゃないかなと、そうい

う思いでございますので、織田課長だけ、ち

ょっとその辺をお聞きしたいと思います。

○鬼海洋一委員長 特に、2010年度の目標に

ついても、森林吸収8.1％、これはもう全体

からいうと膨大な数字です。今御指摘いただ

いたことは、今後の環境行政に非常に大きな

影響をもたらすというふうに思うんですが、

森林整備課長、どうぞ。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

今、佐藤委員から御指摘いただきましたよ

うに、この間伐につきましては、昨年、熊本

県森林吸収量確保推進計画という６年間の計

画を立てまして、それまでの間伐の目標は年

間１万1,000ヘクタールだったわけですけれ

ども、これを年間１万4,500ヘクタールの間

伐をやって森林吸収量の確保に努めるという

ような計画を立てさせていただきまして、ま

た、予算的にも、そういう造林、間伐等の予

算も一定程度組ましていただいております。

そういったことで、この8.1％の確保に向

けまして万全を期してまいりたいということ

と、あと、御指摘いただきましたように、そ

れによって年間例えば何十万炭素トンが固定

されたとか、そういった数値的なものも含め

て、ＰＲなり普及を図っていきたいと思って

おります。委員の皆様の御理解と御協力、よ
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ろしくお願いしたいと思います。

○鬼海洋一委員長 ほかにございませんか。

○岩中伸司委員 冒頭に説明をいただいて、

76ページで地球温暖化をめぐる世界的な動き

の中でずっとありましたが、この100年で気

温上昇が0.74度Ｃ――過去100年間というよ

りも、私はある資料で見たんですが、これか

。ら300年後は人類がもう生存できなくなると

なるほどわかるなと思うのは、ここ40～50年、

30年ぐらいの我々の経済発展というか、人間

が生存できないような環境をつくっている今

の現状だと思うんですね。

先ほどずっと説明いただいたんですが、経

済産業省でもＩＴ化をずっと進めてます。県

庁もすべてこのパソコンが入っているわけで

すけれども、これでも90年と比べて06年で42

％はCO2がふえているということなので、１

つだけお聞きしたいんですが、経済産業省で

も、このＩＴ化を進めているようですが、そ

の後06年を基準にすれば、25年には５倍、電

力消費が2,400億キロワットになると予測さ

れているそうですが、県もいろんな県民全体

の意識高揚も図ってるんですが、そういう企

業、圧倒的には企業が、CO2算出は８割は企

業ですから、そこら辺に対する県としての取

り組みは何か具体的に進められるのかなと。

県民に対する啓発はいろんな部署でされて

ますが、肝心かなめの企業に対する――ここ

はそういう権力というのはないと思うんです

が、何か手だてを――東京都も何か動き出し

たんですが、熊本として、企業に対するそう

いうCO2削減の強力な要請というのはできな

いものかと思うんですが、どうでしょうか。

○森永環境立県推進室長 環境政策課でござ

います。

企業、事業者に対する削減対策についての

県の取り組みについてのお尋ねでございます。

この事業者対策につきましては、国におい

て、温室効果ガスを相当多く排出する事業者

に対して、排出量を算定し、報告し、公表す

るという義務づけの制度が温暖化対策の法律

の中で認められておりまして、今回法改正が

６月にございまして、従来の事業所単位から、

さらに、企業単位あるいはフランチャイズ単

位という形で、その報告義務の対象を広げる

改正が行われたところでございまして、国に

おいてこういう法整備に基づく規制を進めて

もらってるわけではございますが、県として

も、現時点において、いろんな事業者の皆さ

んの自主的な環境活動がさらに促進できます

ように、ＩＳＯとか、あるいはその簡易版で

ございますエコアクション21の取得の支援と

いう形でいろんな研修会等を開催して、そう

いう企業の自主的な取り組みの支援を行って

いるところでございます。

さらに、そういった企業に対する規制の法

の改正からいわば外れるところのいわゆる中

小企業対策といいますか、そういう部分につ

いての温暖化対策をどう進めるかというのは、

やはり県としては課題であるというふうに考

えているところでございまして、今回補正予

算で御提案させていただいていますストップ

温暖化の推進会議等の予算をお認めいただい

た際は、こういう県全体の組織の中で、新た

な削減に向けて事業所として何を取り組んで

いっていただけるのか。

その辺について、いろいろ選択肢は規制と

か誘導とかあると思いますが、基本的には、

自主的に誘導という形で今以上の事業者の皆

さんの取り組みを進めていただくような新た

な仕組みづくりとかも含めて、その新しくつ

くります県民運動の推進組織の中で検討させ

ていただきたいと考えているところでござい

ます。

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 ほぼ時間もまいりました
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が、最後に私の方から１つよろしいでしょう

か。

林審議員の方にちょっとお願いしたいとい

うふうに思うんですが、福島委員の質問とも

重なりますけれども、パーク＆ライドシステ

ム、これは今取り組んでいる中で、特に光の

森等については相当効果があるというふうに

お聞きいたしておりますけれども、今回は、

ストップ温暖化県民総ぐるみ運動を展開され

るわけでありますので、できれば、そういう

中の一つの目玉として提案できるような、あ

るいは周辺の自治体を含めて取り組めるよう

な状況ができれば非常にいいのではないかと

いうふうに思うんですが、とりあえずその現

状についてお答えいただきたいと思います。

○林都市計画課審議員 都市計画課でござい

ます。

現在、先ほど出ましたようにパーク＆ライ

ドということで、熊本県内で実施しておりま

すのは現在６カ所ございます。場所的には、

古くは昭和61年から、熊本電鉄の菊池電車沿

いで、御代志駅、黒石駅、それから辻久保駅

でこれをやっております。それから、平成８

年からは、熊本バスの、中の瀬車庫で実施を

しております。それから、今お話がございま

したように、光の森では平成18年からパーク

＆ライドを実施しております。それから、一

番新しいところでは、昨年の秋から、九州産

交バスの西部バス車庫でそのような取り組み

をしていただいております。

こういうパーク＆ライドにつきましては、

県としても、公共交通への転換に非常に効果

があるということで、今後も積極的に検討を

進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○鬼海洋一委員長 効果数値を次ぐらい示し

ながら、県民の皆さん方に、あるいは委員の

皆さん方に御協力いただくということは大事

じゃないかというふうに思いますから、その

辺もぜひ御検討いただいておきたいというふ

うに思います。

それから、先ほど西岡委員の方からお話が

ありました、オレンジですかね。ミカンの皮

の活用の問題等についても、これは農試じゃ

ないですよね。産技センターの研究のテーマ

だというふうに思います。

これは一つの提案ですけれども、そういう

ぐあいにして、これはというふうに思うのは

みんなが注意しておいていただいて、やっぱ

り産技センターの方に業務付託をするという

ような県内部の活用がやっぱり必要じゃない

かと。これはずっと私、以前から思っている

んですが、ぜひそういう意味で、産業技術セ

ンターを所管している産業支援課の前田課長

も来ておられますから、工業技術センター、

今度は生まれ変わりますから、ぜひ活用をい

ただけるような、そういう日常のセンサーと

いいますかね、そういうものをぜひ働かせて

いただきますようにお願いしておきたいと思

います。

ほかにございませんか。

それでは、地球温暖化対策に関する件につ

いては、これで終了したいと思います。

それでは、その他に入りますけれども、そ

の他、何か委員の皆さん方ございませんか。

（ ありません」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 それでは、続きまして、

付託調査事件の閉会中の継続審査についてお

諮りしたいと思います。

付託調査事件につきましては、引き続き審

査をする必要があると認められますので、本

委員会を次期定例会まで継続する旨、会議規

則第82条の規定に基づき議長に申し出ること

に異議ございませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 それでは、異議なしと認

めまして、そのようにいたしたいと思います。

それでは、以上で本日の議題はすべて終了
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いたしました。

大変長時間でありましたけれども、それぞ

れの御協力に心から感謝を申し上げたいと思

います。

冒頭申し上げましたけれども、特に地球温

暖化問題が、これは地球上すべての方々に今

深刻な影響を及ぼしながら、関心――取り組

みに期待をいただいておるところであります

ので、この１年間、この委員会としても、何

か具体的に成果の上がったというふうに結果

がもたらされるような、そういう委員の皆さ

ん方の御協力、執行部の皆さん方の御努力を

いただきながら、そういう委員会にしていた

だきたいと、このことを心から念願いたして

おりますので、ぜひよろしくお願いいたしま

して、これで第７回環境対策特別委員会を終

了いたします。

どうもありがとうございました。

午後０時59分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する。

環境対策特別委員会委員長


